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第１章 はじめに 

１ 計画の概要 

（１）改定の背景と目的 

１９９５（平成７）年１月に発生した阪神・淡路大震災では、約２４万棟の建築物が全半壊するな

ど甚大な被害が発生、直接的な死者の約９割が建築物の倒壊が原因であったことを踏まえ、

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が制定されました。 

２０１１(平成２３)年３月に東日本大震災が発生した後も、２０１６（平成２８）年４月の熊本地震、

２０１８（平成３０）年６月の大阪府北部地震、同年９月の北海道胆振東部地震、２０２４（令和６）年

１月の能登半島地震など大規模地震が発生しています。 

区では、建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るため、２００８（平成２０）年３月に「目黒区

耐震改修促進計画」（以下「本計画」という。）を策定し、２０１３（平成２５）年、２０２１（令和３）年に

改定を行って、建築物の耐震化を促進してきました。 

本計画の改定後、２０２２（令和４）年５月に東京都（以下「都」という。）は１０年ぶりに「首都直

下地震等による東京の被害想定」（都防災会議）を公表、同年１２月に TOKYO 強靭化プロジェ

クトを策定し、地震による建物倒壊等の死者８割減を目指すとしています。 

また、２０２３（令和５）年３月に都は「東京都耐震改修促進計画」（２００７（平成１９）年３月策定。

以下「都計画」という。）を改定し、２０００（平成１２）年以前に建築された新耐震基準の木造住宅

についても耐震化の支援を開始するとともに、緊急輸送道路沿道建築物については、アドバイ

ザー制度の拡充や耐震改修を促進して通行機能を早期に確保することとしました。 

首都直下地震が３０年以内に７０%の確率で発生すると指摘される中、まちの防災・減災機能

の向上により、強靭かつ環境に優しい、区民が安心して暮らし続けられる安全なまちを実現し

ていく必要があります。 

地震による被害を最小限とし、区民の生命と財産を守り、災害に強いまちを実現するため、

改めて現状の確認と課題の整理を行い、国や都の動向を踏まえ、より一層建築物の耐震化を計

画的かつ総合的に促進するため、本計画を改定します。 

 

◆参考：本計画で用いる耐震基準について 

用語 定義 

旧耐震基準 

１９８１（昭和５６）年６月１日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いら

れていた耐震基準。中規模の地震動（震度５強程度）に対して倒壊等の被害を生

じないことを目標としていた。 

新耐震基準 

１９８１（昭和５６）年６月１日に導入された耐震基準。中規模の地震動（震度５強

程度）に対してほとんど損傷を生じず、大規模の地震動（震度６強から７に至る

程度）に対して倒壊等の被害を生じないことを目標としている。 

２０００年基準 
２０００（平成１２）年６月１日に導入された耐震基準。木造建築物に関して、壁の

配置バランスや接合部の仕様を規定するなど構造関係規定が明確化された。 

新耐震基準 

の木造住宅 

（２０００年以前） 

１９８１（昭和５６）年６月１日から２０００（平成１２）年５月３１日までに工事に着手

した２階建以下の在来軸組工法の木造住宅。 
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（２）位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第６条第１項の規定に基づき策定するものであり、都計画との整

合を図るとともに、区基本計画をはじめ、地域防災計画、都市計画マスタープラン、住生活マス

タープランなどの分野別計画との整合を図りながら定めるものとします。 

 

図 １-１ 本計画の位置づけ 

 

 

（３）計画期間 

本計画の計画期間は、都計画との整合を図るため、２０２６（令和８）年度から２０３０（令和１２）

年度までとします。 

なお、社会状況や関連計画の改定などに対応するため、必要に応じて計画内容を見直すこ

ととします。 

 

 

 

  

 

目黒区 

目黒区耐震改修促進計画 

東京都 

 

耐震改修促進計画 

国 

 建築物の耐震改修の

促進に関する法律 
目黒区基本構想 

目黒区基本計画 
関連計画 

目黒区地域防災計画 

目黒区国土強靭化地域計画 

目黒区都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 

目黒区住生活ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝなど 

耐震基準の変遷 

出典：東京都耐震改修促進計画 

建築基準法では地震から人命を守れるよう、建築物の安全性について基準を設けて

おり、被害の大きな大規模地震が起きるたびに見直し、改定してきました。 
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（４）対象区域と対象建築物 

本計画の対象区域は、区内全域とします。 

対象建築物は、原則として区内にある建築物で、「建築基準法（１９５０（昭和２５）年法律第２０

１号）」における旧耐震基準（１９８１（昭和５６）年５月３１日以前）により建築されたものです。（表 

１－１） 

なお、住宅については、２０００（平成１２）年５月３１日以前の２階建て以下の木造住宅（以下

「新耐震基準の木造住宅（２０００年以前）」という。）も対象とします。（表 １-２） 

 

表 １-１ 本計画の対象建築物（旧耐震基準の建築物） 

種類 内容 

ア 住宅 
○戸建住宅、共同住宅など 

○公的住宅（区営住宅、区民住宅、高齢者福祉住宅等）を含む 

イ 特定建築物【表 １-３】 

 

特定既存耐震不適格建築物 

○多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

○耐震改修促進法第１４条第１項第１号、第２号に定める建築物（本計画では同

条第３号は一般緊急輸送道路沿道建築物として特定建築物からは除く。） 

要緊急安全確認大規模建築物 

［耐震診断義務付け］ 

○地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物 

○耐震改修促進法附則第３条第１項に定める建築物 

［耐震診断義務付け］ 
  

ウ 防災上重要な区有建築物 
○区地域防災計画に定める災害対策本部（区総合庁舎、防災センター）、小・中

学校、その他避難所（住区センター等） 

エ 緊急輸送道路沿道建築物【図 １-２】【図 １-３】 

 

特定緊急輸送道路沿道建築物 

［耐震診断義務付け］ 

○特定緊急輸送道路に接する一定高さを超える建築物 

○耐震改修促進法第７条第１項に定める要安全確認計画記載建築物 

［耐震診断義務付け］ 

一般緊急輸送道路沿道建築物 
○一般緊急輸送道に接する一定高さを超える建築物 

○耐震改修促進法第１４条第１項第３号に定める特定既存耐震不適格建築物 

オ ブロック塀等【図 １-４】 

○特定緊急輸送道路に接する建物に附属する一定長さ・高さを超えるブロッ

ク塀等（組積造の塀）［耐震診断義務付け］ 

〇避難路となる建築基準法４２条に定める道路沿いのブロック塀等（組積造の

塀） 

 

表 １-２ 本計画の対象建築物（新耐震基準の木造住宅（２０００年以前）） 

種類 内容 

ア 住宅 ○戸建住宅、共同住宅など 
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ア 住宅 

住宅の耐震化を進めることは、地震発生時に居住者の生命と財産を守り、倒壊による道路

閉塞を防ぐことにより、円滑な消火活動や避難が可能となり、市街地の防災性向上につなが

ります。さらに、震災による住宅の損傷が軽微であれば、早期の生活再建にも効果的となり

ます。 

直近１０年の地震による被害の特徴として、熊本地震では旧耐震基準の建築物のほか、新

耐震基準でも２０００年以前の木造住宅に倒壊などの被害が発生しました。能登半島地震で

は住宅の老朽化と耐震化の遅れが大きな被害につながったとされ、奥能登への唯一の幹線

道路や上下水道などライフラインにも甚大な被害が発生しました。 

 

イ 特定建築物 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や居住者が被

害を受けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障を生じるおそれ

があり、企業の事業継続が困難になるなど経済活動へも大きな影響があることから、着実に

耐震化を図る必要があります。 

特定建築物は、耐震改修促進法で位置づけられた「要緊急安全確認大規模建築物」、「特定

既存耐震不適格建築物」（これらを総称して「特定建築物」という。）とします。（表 １-３） 

 

ウ 防災上重要な区有建築物 

区有建築物は多くの区民に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難施設などとして

重要な役割を担っています。また、区有建築物を耐震化することは、民間建築物の耐震化を

進めていく上で先導的な役割を果たすため、防災上重要な区有建築物について、率先して耐

震化を図る必要があります。 

防災上重要な区有建築物は、区地域防災計画に定める災害対策本部（区総合庁舎、防災セ

ンター）、小・中学校、その他避難所（住区センター等）とします。 

 

 

 

データで見る大震災の怖さ 

出典：令和５年版 防災白書 

３つの大震災は、それぞれ起こった地域や時間などにより、被害の特徴が違います。震災を教訓に

して、日頃から防災意識を高めることが大切です。 

関東大震災 阪神・淡路大震災 東日本大震災

発生年月日
1923年（大正12年）９月１日

土曜日　午前11時58分
1995年（平成７年）１月17日

火曜日　午前５時46分
2011年（平成23年）３月11日

金曜日　午後２時46分

地震規模 マグニチュード　7.9 マグニチュード　7.3 マグニチュード　9.0

直接死・行方不明
約10万５千人

（うち焼死　約９割）
約5，500人

（うち窒息・圧死　約７割）
約１万８千人

（うち溺死　約９割）

災害関連死 － 約900人 約3，800人

全壊・全焼住家 約29万棟 約11万棟 約12万棟

経済被害 約55億円 約９兆６千億円 約16兆9千億円

当時のGDP 約149億円 約522兆円 約497兆円

GDP比 約37％ 約２％ 約３％

当時の国家予算 約14億円 約73兆円 約92兆円
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表 １-３ 特定建築物一覧 

用途 

特定既存耐震不適格建築物※１ 
要緊急安全確認大規模建築物※２ 

対象規模 

（耐震改修促進法附則第３条） 

対象規模 

（耐震改修促進法第１４条） 

指導助言・指示対象 

対象規模 

（耐震改修促進法第１５条） 

耐震改修促進法第１４条第１号  

学
校 

小学校、中学校、中等教育学校の前

期課程、特別支援学校 

階数２以上 かつ 

１,０００㎡以上 

(屋内運動場の面積を含む） 

階数２以上 かつ 

１,５００㎡以上 

(屋内運動場の面積を含む） 

階数２以上 かつ 

３,０００㎡以上 

(屋内運動場の面積を含む） 

上記以外の学校 
階数３以上 かつ 

１,０００㎡以上 
  

体育館(一般公共の用に供されるもの) 
階数１以上 かつ 

１,０００㎡以上 

階数１以上 かつ 

２,０００㎡以上 

階数１以上 かつ 

５,０００㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他

これらに類する運動施設 

階数３以上 かつ 

１,０００㎡以上 

階数３以上 かつ 

２,０００㎡以上 

階数３以上 かつ 

５,０００㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売業を

営む店舗 
階数３以上 かつ 

２,０００㎡以上 

階数３以上 かつ 

５,０００㎡以上 
ホテル、旅館 

賃貸住宅(共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿 
  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホー

ムその他これらに類するもの 
階数２以上 かつ 

１,０００㎡以上 

階数２以上 かつ 

２,０００㎡以上 

階数２以上 かつ 

５,０００㎡以上 
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障

害者福祉センター、その他これらに類する

もの 

幼稚園、保育所 
階数２以上 かつ 

５００㎡以上 

階数２以上 かつ 

７５０㎡以上 

階数２以上 かつ 

１,５００㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数３以上 かつ 

１,０００㎡以上 

階数３以上 かつ 

２,０００㎡以上 

階数３以上 かつ 

５,０００㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラ

ブ、ダンスホールその他これらに類するも

の 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これ

らに類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場または処理場の用

途に供する建築物を除く。） 
  

車両の停車場または船舶もしくは航空機

の発着場を構成する建築物で旅客の乗降

または待合の用に供するもの 
階数３以上 かつ 

２,０００㎡以上 

階数３以上 かつ 

５,０００㎡以上 
自動車車庫その他の自動車または自転車

の停留、または駐車のための施設 

保健所、税務署その他これに類する公益

上必要な建築物 

耐震改修促進法第１４条第２号 

 
危険物の貯蔵場または処理場の用途に供

する建築物 

政令で定める数量以上の危

険物を貯蔵し、または処理す

る全ての建築物 

５００㎡以上 

階数１以上かつ５,０００ ㎡以上

（敷地境界線から一定距離以内に

存する建築物に限る） 

※１ 要緊急安全確認大規模建築物を除く、多数の者が利用する一定規模以上の建築物。 

※２ 不特定多数の者が利用する建築物や自力で避難が困難な方の利用が想定される建築物のうち大規模なもの。耐震診断の実
施を義務付け。 
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エ 緊急輸送道路沿道建築物 

震災の被害を最小化し、早期復旧を図るためには、震災時において救急・救命活動や緊急

支援物資の輸送などの大動脈となる緊急輸送道路の沿道建築物や、緊急輸送道路から避難

所や防災備蓄倉庫などの地域の防災拠点を結ぶ地域輸送道路の沿道建築物の耐震化を進め、

建物の倒壊による道路閉塞を防止することが重要となります。 

緊急輸送道路は、都地域防災計画に位置づけられた都市高速道路、一般国道及びこれらを

連絡する幹線道路であり、特定緊急輸送道路と一般緊急輸送道路の２つに分類されます。 

緊急輸送道路沿道建築物は、特定緊急輸送道路または一般緊急輸送道路に接する一定高

さを超える建築物とします。（図 １-２） 

なお、区内の緊急輸送道路は、次ページに示すとおりです。（表 １-４、図 １-３） 

 

 

出典：東京都耐震改修促進計画 

図 １-２ 緊急輸送道路に接する一定高さを超える建築物の要件 
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表 １-４ 区内の緊急輸送道路 

種別 対象道路 道路種別 

特定緊急輸送道路 

環状７号線、玉川通り、目黒通り 第１次緊急輸送道路 

山手通り（駒沢通りから目黒通り）、駒沢通り（区総合

庁舎から山手通り） 
第２次緊急輸送道路 

一般緊急輸送道路 

上記以外の山手通り、駒沢通り、補助２６号線(駒沢通

りから世田谷区境)、新茶屋坂通り 

淡島通り、自由通り(駒沢通りから世田谷区境) 第３次緊急輸送道路 

 

 

※ 高速道路は図面には表示していない。 

出典：東京都 緊急輸送道路ネットワーク計画 

図 １-３ 区内の緊急輸送道路  
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オ ブロック塀等（組積造の塀） 

危険なブロック塀等を放置し、地震により倒壊してしまった場合、通行人が被害を受けるだ

けでなく、避難や救援・消火活動に支障をきたすおそれがあることから、ブロック塀等の耐震

化を促進していく必要があります。 

２０１９（平成３１）年１月の耐震改修促進法施行令等の改正により、地震によって倒壊した場

合に、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあ

る通行障害建築物に、建物に附属する組積造の塀が追加されました。このため、都は、特定緊

急輸送道路に面する一定長さ・高さを超える組積造の塀を「要安全確認計画記載建築物」と

して、２０２０（令和２）年４月１日から耐震診断の実施を義務付けました。 

区内には、耐震改修促進法で耐震診断が義務付けられた特定緊急輸送道路に接する建物

に附属する一定長さ・高さを超えるブロック塀等（組積造の塀）に該当するものはありません。

（図 １-４） 

それ以外の避難路となる建築基準法４２条に定める道路沿いのブロック塀等（組積造の塀）

について、安全対策を進めています。 

 

 

出典：東京都耐震改修促進計画 

図 １-４ 特定緊急輸送道路に接する建物に附属する一定長さ・高さを超える組積造の塀の要件 
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２ 区を取り巻く状況 

（１）想定する地震の規模と被害の状況 

都内ではマグニチュード(Ｍ)７クラスの大地震が３０年以内に７０％という高い確率で発生す

ると推定されています。 

２０２２（令和４）年５月、都は１０年ぶりに「首都直下地震等による東京の被害想定」（都防災会議）

を公表し、Ｍ７.３の地震が都心南部で起きると、最悪の場合、死者約６,１００人、負傷者約９万３,０

００人と発表しました。 

本計画ではこれに基づき、都心南部直下地震（Ｍ７.３）、多摩東部直下地震（Ｍ７.３）、大正関東

地震（Ｍ８クラス）、立川断層帯地震（Ｍ７.４）を想定します。 

表 １-５ 区における被害想定 

項目 
都心南部 

直下地震 

多摩東部 

直下地震 

大正関東 

地震 

立川断層帯 

地震 

建物 

棟数 

木造 ３４,４７７棟 

非木造 ２１,４１４棟 

建物 

被害 

全壊 １,８２７棟 １,１２４棟 ７８１棟 １棟 

 ゆれ １,８２１棟 １,１１９棟 ７７６棟 ０棟 

 液状化 ６棟 ５棟 ５棟 １棟 

 急傾斜地崩壊 １棟 １棟 １棟 ０棟 

半壊 ４,５５１棟 ４,１３０棟 ３,５８４棟 ８１棟 

 ゆれ ４,５０８棟 ４,０９３棟 ３,５４７棟 ７４棟 

 液状化 ４０棟 ３５棟 ３５棟 ８棟 

 急傾斜地崩壊 ２棟 ２棟 ２棟 ０棟 

火災焼失建物 

（出火件数） 

４,４２６棟 

(１４件) 

１,３４９棟 

(９件) 

８２４棟 

(６件) 

５３棟 

(１件) 

人的 

被害 

 

 

 

 

 

死者 １６１人 ７０人 ４７人 １人 

 ゆれ、液状化、建物被害 ５３人 ３３人 ２２人 ０人 

 屋内収容物 ６人 ３人 ３人 ０人 

 急傾斜地崩壊 ０人 ０人 ０人 ０人 

 火災 ９４人 ２９人 １７人 １人 

 ブロック塀等 ７人 ５人 ４人 ０人 

 屋外落下物 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

 

 

 

 

 

負傷者(うち重傷者) ２,０６４人 

(３５４) 

１,２７８人 

(１８６) 

９４４人 

(１２７) 

１８人 

(１) 

 ゆれ、液状化、建物被害 １,２８５人 

(１１８) 

９２６人 

(７２) 

６８３人 

(４４) 

１６人 

(０) 

 屋内収容物 １４９人(３２) ８０人(１７) ８０人(１７) ０人(０) 

 急傾斜地崩壊 ０人(０) ０人(０) ０人(０) ０人(０) 

 火災 ３８１人 

(１０６) 

８８人 

(２５) 

３６人 

(１０) 

２人 

(１) 

 ブロック塀等 ２４８人(９７) １８３人(７１) １４４人(５６) ０人(０) 

 屋外落下物 １人(０) ０人(０) ０人(０) ０人(０) 

避難者 ７１,１７２人 ４４,７７４人 ３３,２４５人 ２,１６７人 

帰宅困難者 ５８,４６６人 ５８,４６６人 ５８,４６６人 ５８,４６６人 

閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数 ５５１台 ４１９台 ３８１台 １３９台 

災害時要援護者 ９２人 ４０人 ２７人 １人 

自立脱出困難者 ５７０人 ３４０人 ２３１人 ０人 

震災廃棄物 ６９万トン ４４万トン ３３万トン １万トン 

※ 冬・夕方、風速８m/s を想定 

※ 小数点以下の四捨五入により、合計値は合わない場合がある。 

出典：東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」（令和４年５月） 
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都心南部直下地震（M７.３） 

 

多摩東部直下地震（M７.３） 

 

大正関東地震（M８クラス） 

 

立川断層帯地震（M７.４） 

 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定 

図 １-５ 本計画で想定する地震及び規模 

  

○都心南部を震源域とするプレート内地震 

○今回の想定地震の中で都全体での被害が最大 
○多摩地域東部を震源域とするプレート内地震 

○多摩地域に大きな影響を及ぼすおそれ 

のある地震

○海溝型地震 

〇震源域に近い東京の南側において地表震度が

大きい、震度７の面積はごくわずか 

のある地震

○活断層を震源とする地震 

○震度６強以上の発生は多摩地域に限定される 

のある地震

区の震度面積率 

震度７ ：０.２％ 

震度６強：７４.４％ 

震度６弱：２５.５％ 

区の震度面積率 

震度６強：２６.３％ 

震度６弱：７３.７％ 

区の震度面積率 

震度６強：１２.０％ 

震度６弱：８７.７％ 

震度５強以下：０.３％ 

区の震度面積率 

震度６弱：０.６％ 

震度５強以下：９９.４％ 
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（２）建築年代別建物の概要 

 

 

 

出典：目黒区の土地利用２０２３ 

図 １-６ 町丁目別昭和５５年以前の建物率  

○区全体の１９８０(昭和５５）年以前の建物棟数が占める割合は、全体の約３７.３％です。 

○南部地区や中央地区、東部地区で４０％以上の町丁目が多くみられます。 

「目黒区の土地利用２０２３」では、２０１６（ 平成２８）年
時点のデータを用いた集計結果を掲載しています。 

建築年代別構成比 
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（３）区地域危険度マップ 

 

 

出典：目黒区地域防災計画（令和５年修正）資料編 

図 １-７ 区地域危険度マップ 

○総合危険度がランク２以下の町丁目が多くみられ、最も総合危険度が高いランク５に該当する

町丁目はありません。 

○北部地区や南部地区、中央地区でランク３の町丁目がみられ、祐天寺一丁目及び大岡山一丁

目はランク４となっています。 

〇地盤特性と建物特性(耐震性や老朽化)による建物倒壊危険度では、南部地区、中央地区でラ

ンク３の町丁目があり、ランク４以上はありません。 
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出典：目黒区地域防災計画（令和５年修正）資料編 

図 １-８ 区建物倒壊危険度マップ 

  



第１章 はじめに 

14 

（４）緊急道路障害物除去路線 

緊急道路障害物除去路線は、国道や都道などの緊急輸送道路と、避難所や防災備蓄倉庫な

どの地域の防災拠点を結ぶ、区の地域防災計画に定める地域輸送道路です。災害時に緊急道

路障害物除去路線の閉塞を防ぎ、区民の円滑な避難や救援活動が行えるよう、区は沿道の建築

物の耐震化に取り組む必要があります。 

 

出典：目黒区地域防災計画 資料編 

図 １-９ 緊急道路障害物除去路線 



第２章 現状と課題及び目標 

15 

第２章 現状と課題及び目標 

１ 現状と課題 

（１）住宅 

ア 一般住宅 

 
 

表 ２-１ 住宅の耐震化の現状【２０００年基準】※１※２ （単位：戸） 

 
※１ 従来は、旧耐震基準の建築物を対象としていたが、熊本地震等において新耐震であっても２０００年基準を満

たさない木造住宅が被害を受けたことを踏まえ、昭和５６～平成１２年の新耐震の木造住宅も対象として、「住宅・

建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会」が示した耐震化率の算出方法で算出した。 

※２ 令和５年の住宅・土地統計調査は１０月１日時点で推計されているため、本計画における戸数、耐震化率等の数

値は令和７年時点に変換した推計値である。 

※３ 共同住宅には、特定建築物である賃貸共同住宅を含んでいる。 

  

（単位：戸）

新耐震基準
住宅

(2000年以降)

耐震性有 耐震性無

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e

木造 11,840 8,047 3,793 10,783 22,623 18,830 83.2%

非木造 4,040 3,785 255 3,730 7,770 7,515 96.7%

小計 15,880 11,832 4,048 14,513 30,393 26,345 86.7%

木造 9,709 4,784 4,925 7,497 17,206 12,281 71.4%

非木造 53,443 47,765 5,678 53,051 106,494 100,816 94.7%

小計 63,152 52,549 10,603 60,548 123,700 113,097 91.4%

79,032 64,381 14,651 75,061 154,093 139,442 90.5%

耐震性有 耐震性無 耐震性有 耐震性無

a=b+c b c d=e+f e f

木造 5,150 2,996 2,154 6,690 5,051 1,639

非木造 1,290 1,035 255 2,750 2,750 0

小計 6,440 4,031 2,409 9,440 7,801 1,639

木造 3,589 1,103 2,486 6,120 3,681 2,439

非木造 16,703 11,025 5,678 36,740 36,740 0

小計 20,292 12,128 8,164 42,860 40,421 2,439

26,732 16,159 10,573 52,300 48,222 4,078

総数

新耐震基準住宅(2000年以前)旧耐震基準住宅

総数

耐震性を
満たす
住宅

耐震化
率総数 総数

旧耐震基準住宅・
新耐震基準住宅(2000年以前) 住宅

（合計）構造建て方

共同
住宅

戸建
住宅

住宅総数

住宅総数

建て方 構造

戸建
住宅

共同
住宅

○２０２５（令和７）年現在、住宅の耐震化率は、９０．５％（１３９，４４２戸）です。 

残りの９．５％（１４，６５１戸）の住宅が必要な耐震性を満たしていないと見込まれます。 

〇特に木造の戸建住宅と共同住宅の耐震化率が低い状態です。また、耐震性のない住宅戸数

は、非木造の共同住宅が最も多く、耐震化の促進が求められています。 

〇旧耐震基準の耐震化率（参考：前計画までの指標）は９３．１％で、前回計画策定時（２０１９（令

和元）年）の８７．９％から５．２％上昇しています。 

※３ 
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※ 耐震性無、耐震性有は、旧耐震基準住宅と新耐震基準住宅(２０００年以前)が対象。 

図 ２-１ 住宅総数の耐震化現状【２０００年基準】 

 

 

 

※ 耐震性無、耐震性有は、旧耐震基準住宅と新耐震基準住宅(２０００年以前)が対象。 

図 ２-２ 住宅建て方・構造別の耐震化現状【２０００年基準】 
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表 ２-２ 参考：住宅の耐震化の現状【旧耐震基準】※１ （単位：戸） 

 

※１ 令和５年の住宅・土地統計調査は１０月１日時点で推計されているため、本計画における戸数、耐震化率等の数

値は令和７年時点に変換した推計値である。 

※２ 共同住宅には、特定建築物である賃貸共同住宅を含んでいる。 

 

 

 

図 ２-３ 住宅の耐震化率の推移（旧耐震基準） 

 

 

 

 

 

  

（単位：戸）

耐震性有 耐震性無

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e （令和元年）

木造 5,150 2,996 2,154 17,473 22,623 20,469 90.5% 80.1%

非木造 1,290 1,035 255 6,480 7,770 7,515 96.7% 96.1%

小計 6,440 4,031 2,409 23,953 30,393 27,984 92.1% 83.1%

木造 3,589 1,103 2,486 13,617 17,206 14,720 85.6% 78.6%

非木造 16,703 11,025 5,678 89,791 106,494 100,816 94.7% 91.6%

小計 20,292 12,128 8,164 103,408 123,700 115,536 93.4% 89.1%

26,732 16,159 10,573 127,361 154,093 143,520 93.1% 87.9%

参考
前回計画
策定時

共同
住宅

住宅総数

耐震性を
満たす
住宅

耐震化
率総数

戸建
住宅

建て方 構造

旧耐震基準住宅
新耐震

基準住宅
住宅

（合計）

※２ 
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イ 公的住宅 

 

 

・ 公的住宅は３５施設あり、このうち３０施設は新耐震基準以降に建築されたもので耐

震性を満たしています。旧耐震基準で建築された５施設についても、耐震補強により

耐震性を満たしています。 

・ 高齢者福祉住宅を除く公的住宅については、住民サービスの向上と経費の効率的な

活用を図ることなどを目的として、指定管理者制度による運営管理を行っています。 

 

表 ２-３ 公的住宅の耐震化の現状 （単位：施設） 

旧耐震基準の住宅 

a 

新耐震基準の住宅 

b 

住宅数 

（合計） 

c=a+b 

耐震性を 

満たす住宅 

d 

耐震化率 

d／c 

５ ３０ ３５ ３５ １００％ 

 

  

出典：施設データ集（令和 5 年度版） 

図 ２-４ 公的住宅の立地状況  

○公的住宅については、全ての住宅について耐震性が確保されています。 



第２章 現状と課題及び目標 

19 

（２）特定建築物 

 

・ 特定建築物は、２０２４（令和６）年度末時点で３０６棟あり、このうち９０.２％（２７６棟）

が必要な耐震性を満たしている一方で、残りの９.８％（３０棟）の建築物において、必

要な耐震性を満たしていないと推計されます。 

・ 要緊急安全確認大規模建築物は、特定建築物のうち一定規模以上の建築物が対象と

なり、耐震改修促進法で耐震診断結果の報告が義務付けられています。区では対象と

なる全ての建築物（３棟）について、耐震診断結果の報告が完了しており、区のウェブ

サイト上で結果を公表しています。 

 

表 ２-４ 特定建築物の耐震化の現状※１※２ （単位：棟） 

特定建築物 

旧耐震 

基準の 

建築物 

 新耐震 

基準の 

建築物 

建築物数 

耐震性を 

満たす 

建築物 

耐震化率 耐震性 

なし 

種別 a b c d=a+c e=d-b e/d 

多
数
の
者
が
利
用
す
る
特
定
建
築
物 

学校 ７ １ １５ ２２ ２１ ９５.５％ 

運動施設 １ １ ８ ９ ８ ８８.９％ 

病院・診療所 １０ ４ １２ ２２ １８ ８１.８％ 

集会場 ０ ０ ３ ３ ３ １００.０％ 

百貨店・店舗 

など 
１４(１) ８ ２８ ４２(１) ３４(１) ８１.０％ 

ホテル・旅館 ５ ３ １１ １６ １３ ８１.３％ 

事務所 １３ ６ ８４ ９７ ９１ ９３.８％ 

老人ホームなど １(１) ０ ２５ ２６(１) ２６(１) １００.０％ 

幼稚園・保育所など ２(１) ０ ２７ ２９(１) ２９(１) １００.０％ 

遊技施設 ３ １ １ ４ ３ ７５.０％ 

公衆浴場 ０ ０ ０ ０ ０ ０.０％ 

飲食店など ６ ３ １６ ２２ １９ ８６.４％ 

サービス業店舗 ８ ３ ６ １４ １１ ７８.６％ 

合計 ７０(３) ３０ ２３６ ３０６(３) ２７６(３) ９０.２％ 

※１ （ ）の数値は、特定建築物のうちの民間の要緊急安全確認大規模建築物の棟数を示す。 

※２ 区有建築物は含まれない。  

〇２０２５（令和７）年現在の特定建築物の耐震化率は、９０．２％（２７６棟）であり、前回計画策

定時の８６．６％より３．６％上昇しています。そのうち、耐震診断が義務付けられている要緊

急安全確認大規模建築物は３棟で、全て耐震性を満たしています。 

〇耐震診断が義務付けられていない特定建築物３０棟に対して、耐震化の促進が求められて

います。 
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（３）防災上重要な区有建築物 

 

・ 区有建築物は日常的に多くの区民に利用されるとともに、災害時には活動拠点や避

難施設などとして重要な役割を担っています。 

・ 区地域防災計画に定める災害対策本部である区総合庁舎と防災センター及び小・中

学校は合わせて３３施設あり、これらの施設は耐震性を満たしています。 

・ 区地域防災計画で、上記以外の避難所として位置づけられている区有建築物は５３施

設あり、このうち９８.１％（５２施設）が耐震性を満たしています。 

・ 耐震性の向上が必要とされる区民センターについては、建替えによる対策を講じるこ

ととしていましたが、「新たな目黒区民センター等整備運営事業」の再検討にあたり、

改めて２０２５（令和７）～２０２６（令和８）年度に実施する耐震診断の結果を踏まえて、

適切な耐震化を図っていきます。 

 

表 ２-５ 防災上重要な区有建築物の耐震化の現状※１※２ （単位：施設） 

防災上重要な区有建築物※３ 

旧耐震 

基準の 

建築物 

新耐震 

基準の 

建築物 

建築物数 

耐震性を 

満たす 

建築物 

耐震化率 

 a b c=a+b d d/c 

区総合庁舎、防災センター、

小・中学校 
２７ ６ ３３ ３３ １００.０% 

区地域防災計画で定める上

記以外の避難所 
２０ ３３ ５３ ５２ ９８.１% 

合計 ４７ ３９ ８６ ８５ ９８.８% 

※１ 区域外の区有建築物は対象外としている。 

※２ 同一建築物内に複数施設のある複合施設は、１施設としている。 

※３ 区地域防災計画で定める上記以外の区有ではない避難所は１７施設あり全て耐震性を有している。 

 

 

  

○区民センター以外の防災上重要な区有建築物は、全て耐震性を満たしています。 

○耐震性の向上が必要とされる区民センターについては、２０２５（令和７）～２０２６（令和８）年

度に実施する耐震診断の結果を踏まえて、適切に耐震化を図っていきます。 
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（４）特定緊急輸送道路沿道建築物 

 

・ 都により特定緊急輸送道路が指定されており、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有

者に対しては、耐震診断が義務付けられています。 

・ 区内の特定緊急輸送道路沿道建築物は、２０１５（平成２７）年度末時点で１４４棟、その

後、耐震診断及び耐震改修等が進み、耐震性を満たさない建築物については、耐震診

断が未実施の建築物を含めて、２０１９（令和元）年度末時点で９１棟、２０２５（令和７）

年７月末時点で８０棟と、建替え等により堅調に減少している状況です。 

・ 都では都計画を一部改定し、特定緊急輸送道路沿道の通行機能を的確に表すため、区

間到達率、総合到達率という指標を導入しています。（参照：参考資料 ５総合到達率

と区間到達率） 

 

 

表 ２-６ 特定緊急輸送道路沿道建築物の現状 （単位：棟） 

旧耐震基準の建築物 

新耐震基準 

の建築物 
耐震化率 

対象建築物 耐震診断 

未実施の 

建築物 

耐震診断時に

耐震性を満た

した建築物 

耐震改修済

または除却

済の建築物 

耐震性を 

満たさな

い建築物 

e= 

a+b+c+d 
a b c d f 

g= 

(b+c+f) 

/(e+f) 

１４３ ４ １１ ５２ ７６ ４４３ ８６.３％ 

※ 平成２７年度末時点では、対象建築物が１４４棟であったが、令和７年度に対象外の物件１棟が判明し、１４３棟と

なった。 

 

  

○特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、耐震性を満たさない建築物については、建替え等に

より堅調に減少している状況です。 

○耐震性を満たしていない８０棟（耐震診断未実施の建築物４棟、耐震性を満たさない建築物

７６棟）に対しては、都と連携して耐震化を促す必要があります。 
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（５）一般緊急輸送道路沿道建築物 

 

・ 都により一般緊急輸送道路が指定されており、一般緊急輸送道路沿道建築物の所有

者に対しては、耐震性を満たさない場合は、耐震改修等を実施することを努力義務と

して位置づけています。 

・ 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率は、２０２５（令和７）年７月末時点で８６.２％

となっています。 

 

表 ２-７ 一般緊急輸送道路沿道建築物の現状※１ （単位：棟） 

 旧耐震基準の建築物 

新耐震基準

の建築物 
耐震化率 

対象建築物 耐震診断 

未実施の 

建築物 

耐震診断時

に耐震性を

満たした建

築物 

耐震改修

済または

除却済の

建築物 

耐震性を 

満たさな

い建築物 

不明 

f= 

a+b+c+d+e 
a b c d e g 

h=(b+c+g+ 
e×０.１０２※２) 

/(f+g) 

１１６ ２９ ２ ２５ １ ５９ ４８４ ８６.２％ 

※１ 特定緊急輸送道路沿道建築物と同様に、耐震診断未実施の建築物については、耐震性なしと判定している。 

※２ 不明（e）の建築物については、耐震診断の実施や耐震性の有無が不明なものである。耐震化率の算定にあた

っては、耐震性を有する割合（SAFE 率：１０.２％）（都計画の検討内容にかかる説明会資料・令和７年９月２日）を

用いた。 

 

（６）ブロック塀等 

 

・ 区内には、耐震改修促進法で耐震診断が義務付けられている特定緊急輸送道路に接

する建物に附属する一定長さ・高さを超える組積造の塀は、ありません。 

・ 区民の円滑な避難や安全性確保のため、区内の道路沿いのブロック塀等については、

所有者の適切な維持管理などによる安全性の確保が必要になります。 

  

○耐震性を満たしていないまたは耐震診断未実施や不明の８９棟に対しては、都と連携して耐

震化を促す必要があります。 

○耐震診断未実施の２９棟については、耐震診断の実施を促す必要があります。 

○区内には、耐震改修促進法で耐震診断が義務付けられている塀はありませんが、道路沿道の

ブロック塀等の安全性を確保する必要があります。 
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ブロック塀の安全対策への取組 

①ブロック塀等基礎調査の実施 

平成３０年６月に発生した大阪北部地震の被害を踏まえ、翌令和元年度、区内道路沿いで高さ０．８

ｍを超える塀を対象に、車両搭載型測量システム（３次元レーザー計測とデジタルカメラ撮影）を用い

た基礎調査を行いました。 

同調査にて、２７，８６２箇所（敷地に換算すると１５，２５９件）の塀の位置、種類、高さ、長さ、所有者

などの情報を取得し、専門職員により、損傷状況の判定を行いました。 

 

＜基礎調査結果（令和元年度・塀種別ごとの損傷状況）＞ 

損傷状況 ブロック塀 
組積造の塀 

（石塀等） 
万年塀 その他の塀 計 割合 

× ２９ ４ ５ ９ ４７ ０.２％ 

△ ３７３ ７６ ２６ ７９０ １,２６５ ４.５％ 

○ ８,７３３ ２,１４３ ３５０ １５,３２４ ２６,５５０ ９５.３％ 

計 ９,１３５ ２,２２３ ３８１ １６,１２３ ２７,８６２ １００.０％ 

※ 件数は箇所単位。損傷状況は「×：危険性が高い、△：注意を要する、○：問題はみられない」。 

 

②注意を要するブロック塀の抽出と所有者への啓発 

令和２年度から令和３年度にかけて、基礎調査で「×：危険性が高い」及び「△：注意を要する」と判定

されたブロック塀については再度現地調査を行いました。 

「注意を要するブロック塀」として２１４件（敷地単位）を抽出し、塀の所有者への普及啓発として、国

土交通省「ブロック塀の点検のチェックポイント」による安全点検の実施やブロック塀除去に関するポ

スター掲示、ポスト投函により適切な維持管理のお願いや助成制度の案内を行いました。 

 

③追跡調査の実施 

令和６年度から令和７年度にかけて、「注意を要するブロック塀」のその後の対応状況についての追

跡調査を行い、ブロック塀除却助成を利用した除却を３件、建替え等による除却を４１件確認しまし

た。 

 

＜「注意を要するブロック塀」の追跡調査結果（令和６-７年度）＞ 

注意を要するブロック塀 

（令和３年度時点） 

ブロック塀除却助成 

を利用した除却 

建替え等による 

除却 

残存数 

（令和７年度現在） 

２１４件 ３件 ４１件 １７０件 

※ 件数は敷地単位。 
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２ 目標 

各対象建築物の目標は、現状と課題等を踏まえ、下表のとおりとします。 

 

表 ２-８ 耐震化率の現状と目標 

対象建築物 
現状 

令和７年現在 

目標 

令和１２年度末 

住
宅 

一般住宅 

（２０００年基準） 
９０.５% ９５% 

○都の耐震化率の目標（令和１２年度末）と

整合を図り、９５%を目指します。 

○旧耐震基準については、おおむね解消し

ます。 

○区内の一般住宅は、耐震化率が堅調に

上昇している状況であり、さらに建替え

が一定程度進むと想定されるため、周知

啓発、助成制度などにより、耐震化を促

します。 

公的住宅 １００% １００% ○目標を達成済み。 

特
定
建
築
物 

特定既存耐震 

不適格建築物 
９０.２% ９５% 

○都の耐震化率の目標（令和１２年度末）と

整合を図り、９５%を目指します。 

○関係機関と連携し、周知啓発や助成制度

などにより、耐震化を促します。 

うち要緊急安全確認 

大規模建築物 

【耐震診断義務付け】 

１００% １００% ○目標を達成済み。 

防災上重要な区有建築物 ９８.８% １００% 

○現時点で耐震性に課題のある区民セン

ターについては、令和７～８年度に実施

する耐震診断の結果を踏まえ、適切に耐

震化を図っていきます。 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 

【耐震診断義務付け】 

８６.３% ９５% 

○都の耐震化率の目標（令和１２年度末）と

整合を図り、総合到達率９９％、かつ区

間到達率９５％未満の解消を目指しま

す。 

〇関係機関と連携し、周知啓発や助成制度

などにより、耐震化を促します。 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 
８６.２% ９０% 

○都の耐震化率の目標（令和１２年度末）と

整合を図り、９０%を目指します。 

○関係機関と連携し、周知啓発や助成制度

などにより、耐震化を促します。 

ブロック塀等 

○耐震診断が義務付けられている特定緊急輸送道路沿道の塀はあ

りませんが、避難路となる道路沿いのブロック塀等の安全対策に

取り組みます。 

  



第２章 現状と課題及び目標 

25 

 

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（２００６（平成１８）年１

月２５日国土交通省告示第１８４号）」及び都計画を踏まえ、地震による被害の軽減を図ること

を目指し、２０３０（令和１２）年度までに住宅の耐震化率を９５％とすることを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 令和１２年度の住宅総戸数は、国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口などにより算出し

た推計値である。 

※２ 令和１２年度の耐震性を満たす住宅、建替え住宅は、令和５年の住宅・土地統計調査を用いて、算出した推計値

である。 

図 ２-５ 目標達成のために耐震化の必要な住宅戸数の推計 

○一般住宅は、２０３０（令和１２）年度までに、２０００年基準で耐震化率を９５％とすることを目

標とします。 

   

耐震性を満たす住宅戸数 

１３９,４４２戸 

（耐震化率９０.５%） 

耐震性が不

十分な住宅

戸数 

１４,６５１戸 

耐震性を満たす住宅戸数※２ 

１５０,７３５戸 

（耐震化率９５%） 

令和７年度の 

住宅総戸数 

１５４,０９３戸 

令和１２年度の

住宅総戸数※１ 

１５８,６８８戸 

計画期間 

 

２０２６（令和８）年度から 

２０３０（令和１２）年度まで 

令和７年度時点で耐震性を

満たしている住宅戸数 

１３９,４４２戸 

【残存未耐震の住宅】 

耐震化の必要性の啓発、耐震

改修の促進、部分補強、家具転

倒防止対策等により安全性の

向上を図る住宅の戸数 

７,９３３戸 

【世帯数の変化に伴

う住宅増加※２】 

戸建住宅などを共同

住宅に建替え、また

は敷地分割により増

加する住宅の戸数 

４,５７５戸 

【耐震化する住宅】 

老朽化などを理由として建

替えられる住宅及び耐震化

促進事業により耐震化する

住宅の戸数 

６,７１８戸 
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第３章 耐震化を促進するための施策 

１ 基本的な考え方 

（１）耐震化の促進を図るための基本的な考え方 

地震による災害から一人でも多くの生命と財産を守るため、建物所有者、区民、区の各主体

が、自助・共助・公助※の考えに基づき、それぞれの責務と役割を明らかにし、連携して取り組む

ことを耐震化の促進を図るための基本的な考え方とします。 

 

※ 自助は「自らの生命は自らが守るという考え方」、共助は「自分たちのまちは自分たちで守るという考え方」、

公助は「区や消防、警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助の役割」。 

 

（各主体の責務と役割） 

〇建物所有者 

地震による建築物の被害及び損傷が発生した場合、自らの生命と財産を守る自助だけで

はなく、共助として道路閉塞や出火など、地域の安全性に重大な影響を与えるということを

十分に認識して、所有する建築物の耐震診断をし、耐震性が不足しているとわかった場合に

は耐震改修を行うなど、主体的に耐震化に取り組む必要があります。 

 

〇区民 

共助の主体として、町会・自治会等を母体とした防災区民組織による活動を住民同士の協

力により、耐震化への取組を活性化していく必要があります。 

 

〇区 

公助の主体として、区民の生命・財産を守るため、基礎自治体としての役割と責任を持ち、

建物所有者が主体的に耐震化の取組ができるよう、国、都及び関係団体と連携して、耐震化

に関する技術的・財政的な支援を行っていきます。 
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（２）耐震化促進の取組方針 

以下の取組方針に基づき、効果的かつ効率的な施策を実施していきます。 

 
 

取組方針１ 建築物の耐震化への支援と整備 

○ 建築物の更なる耐震化を促進するため、引き続き耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、

木造除却等に係る費用助成による支援を行います。 

 

 

取組方針２ 耐震化促進に関する普及啓発及び指導・助言等 

○ 区民や事業者からの耐震化の相談にいつでも適切に対応できるよう、相談体制の維持・

拡充を図ります。 

○ 耐震化の重要性について、様々な手段により普及啓発を図ります。 

○ 戸別訪問等により、耐震診断や改修等を実施するように働きかけるとともに、適宜、耐

震改修促進法に基づく指導・助言・指示等を行います。 

 

 

取組方針３ 関連施策と連携した地域防災力の向上 

○ 区基本計画の「安全で安心して暮らせるまち」「快適で暮らしやすい持続可能なまち」の

関連施策等と連携して、耐震化・地域防災力の向上に取り組みます。 
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（３）施策一覧 

耐震化促進の取組方針に基づき、以下の施策に取り組みます。 

詳細は次ページ以降に示します。 

 

表 ３-１ 施策一覧 

取組方針 施策 担当課 

１．建築物の耐震化への 

支援と整備 

（１） 木造住宅 

建築課 

（２） 非木造住宅（マンションなど） 

（３） 特定建築物 

（４） 防災上重要な区有建築物 

（５） 特定緊急輸送道路沿道建築物 

（６） 一般緊急輸送道路沿道建築物 

（７） 緊急道路障害物除去路線沿道建築物 

（８） ブロック塀等 

２．耐震化促進に関する 

普及啓発及び指導・助言等 

（１） 情報提供の充実 
建築課 

（２） 相談体制の整備 

（３） マンション管理状況届出制度等との連携 住宅課 

（４） 特定建築物への指導・助言 

建築課 （５） 関係団体との連携 

（６） 技術者の育成 

３．関連施策と連携した 

地域防災力の向上 

（１） がけ･擁壁の倒壊防止 
建築課 

（２） 住宅・建築物土砂災害対策 

（３） 家具転倒防止 防災課ほか 

（４） 落下物防止 建築課ほか 

（５） エレベーター閉じ込め防止 建築課 

（６） 地震火災対策 防災課 

（７） 木造住宅密集地域の耐震化 
木密地域整

備課 

（８） リフォームに合わせた耐震改修の誘導 住宅課 

（９） まちづくりと連携した耐震化の促進 
都市整備課 

地区整備課 

（１０） 定期調査報告制度との連携 建築課 

（１１） 空家対策との連携 都市整備課 

（１２） 道路沿いの緑化 
みどり土木

政策課 

（１３） 狭あい道路の拡幅整備を通じた安全性の確保 

建築課 （１４） 応急危険度判定実施体制の確保 

（１５） 新築時の耐震化の徹底 

（１６） 緊急道路障害物除去路線の機能確保 防災課ほか 
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２ 取組方針１ 建築物の耐震化への支援と整備 

（１）木造住宅 

ア 木造住宅の耐震化促進 

区は、旧耐震基準だけでなく新耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）も対象に、無料の耐

震アドバイザー派遣や耐震診断・耐震補強設計・耐震改修等の助成を継続して行います。 

また、木造住宅の耐震化の重要性とともに各助成制度に関する周知を積極的に行い、所有

者に対しては、ダイレクトメールや戸別訪問などを通して、耐震改修等の必要性や重要性につ

いて啓発していきます。 

さらに、老朽化の進んだ耐震性不足の木造住宅については、現行法規に整合しない既存不

適格建築物のため是正が難しい場合もあり、耐震改修により耐震性の向上を図る以外に、建

替えにより防火性や居住性なども合わせて向上させることができることから、耐震診断・耐

震改修助成制度に加え、建替え（除却）助成制度も活用し、耐震化を促進していきます。 

 

 

  

木造住宅の助成 

出典：目黒区 耐震化助成制度のご案内 

平成１２年５月３１日以前の建築物が対象 

昭和５６年５月３１日以前の建築物が対象 
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イ 安価で信頼できる耐震改修工法や装置の紹介 

区は、区民が安心して住宅の耐震化に取り組めるように、関係団体と連携して情報の収集、

調査研究を行い、木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法について、具体的な事例や実

物を区民に紹介することにより、木造住宅の耐震化を促進します。 

➢ 工法・装置の事例紹介冊子を窓口配布 

➢ 耐震フェアで様々な耐震改修工法の展示・紹介 

 

ウ 耐震シェルター等の案内 

区は、６５歳以上の高齢者や要介護・要支援認定者等の避難行動要支援者がいる世帯を対

象に、条件によりすぐには本格的な耐震化に取り組めない場合に、住居内で避難できる安全

な空間を確保するための耐震シェルターや防災用ベッドなどの設置支援を行います。 

 

 

 

  

耐震シェルターの助成 

出典：目黒区 耐震化助成制度のご案内 

平成１２年５月３１日以前の建築物が対象 
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（２）非木造住宅（マンションなど） 

区は、非木造住宅（マンションなど）の耐震化の重要性とともに各助成制度に関する周知を積

極的に行い、無料の耐震アドバイザー派遣や耐震診断・耐震補強設計・耐震改修等の助成を行

います。 

 

 

 

ア 分譲マンション耐震アドバイザーの活用 

区は、マンション管理組合や区分所有者に対し、耐震化を促進するために必要な耐震・不動

産・金融などの情報提供や、区分所有者の合意形成に向けた支援などを行う分譲マンション

耐震アドバイザーの派遣により、分譲マンションの耐震化促進を図っていきます。 

 

イ 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画認定制度及び決議要件の緩和の周知 

耐震改修計画の認定を受けた区分所有建築物は、地震に対する安全性が確保される場合

に、耐火性能、容積率、建蔽率が既存不適格のままでよいとする制限の緩和を受けることが

できます。また、耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物は、耐震改修の実施に関

して必要な決議要件が区分所有者の４分の３以上から過半数に緩和されます。 

区は、建築相談や耐震アドバイザー派遣等の機会を捉えて、建築物所有者や管理組合など

にこれらの制度を周知し、耐震化の促進に向けた意識啓発を図ります。 

 

  

非木造住宅等の助成 

出典：目黒区 耐震化助成制度のご案内 

昭和５６年５月３１日以前の建築物が対象 



第３章 耐震化を促進するための施策 

32 

ウ マンション容積率の緩和許可制度の周知 

築年数の古いマンションでは、既存不適格等のため建て替えると同規模の建物が建てられ

ない場合があります。こうしたマンションの再生促進を図るため、「マンションの建替え等の円

滑化に関する法律」では、耐震診断の結果、耐震性が不足する区分所有マンションについて、

敷地売却制度や容積率の緩和特例があります。 

また、建築基準法の総合設計制度では、敷地内に公開空地を設けるなどにより、市街地の

環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限、絶対高さ制限が緩和されます。 

区は、これらの制度の積極的な活用を図るため、「目黒区マンション建替法容積率許可要綱」

を定め、これらの制度の周知を図り、耐震性の不足するマンションの建替えなどを促進して

いきます。 

 

エ マンション関係法改正の周知 

マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通し、その管理及び再生を円滑化

するため、建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）等を一括して改正する「老朽化マン

ション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部

を改正する法律」が２０２５（令和７）年５月２３日に成立しました。この改正により、耐震性不足

であることを認定されたマンションにおいては、建替え決議要件の緩和や高さ制限の特例の

追加などの緩和措置が追加されました。 

区は、建築物所有者や管理組合などにこれらの制度を周知し、耐震化の推進につなげてい

きます。 

 

 

 

 

  

マンション関係法の主な改正内容（耐震化に係る事項） 

出典：法務省 改正の概要 

①建替え決議について、所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外に加え、原則的な

多数決割合は現行規定（４／５）を維持しつつ、耐震性の不足等の一定の客観的事由があ

る場合には多数決割合を３／４に引き下げ。 

②「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の名称が「マンションの再生等の円滑化に

関する法律」となり、現行の容積率の特例に加え、耐震性不足等のマンション（要除却等認

定を受けたマンション）の建替え・更新をする場合、特定行政庁の許可による高さ制限の

特例が追加。 
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（３）特定建築物 

特定建築物は、多くの区民が日常生活において利用する建築物であるため、地震により大き

な損傷が発生した場合、社会経済や地域に大きな損害を与えることが想定されます。 

区は、特定建築物について、耐震診断・耐震補強設計・耐震改修等の支援を行うとともに、所

有者、管理者、事業関係団体、都などと連携し、法令に基づく指導・助言等を行っていきます。 

 

（４）防災上重要な区有建築物 

区は、防災上重要な区有建築物のうち、耐震性が不足する１施設について災害時の避難施設

等の役割を果たすものであり、計画的に耐震化を行っていきます。 

 

（５）特定緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路沿道建築物は、要安全確認計画記載建築物として耐震診断が義務化され

ています。１９８１（昭和５６）年５月３１日以前の建築物で耐震診断の結果、耐震性が不足する建

築物については、耐震補強設計や耐震改修、除却・建替えに係る費用の一部について助成を受

けることができます。 

区は、積極的に特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進することとし、建築物所有者に

対して緊急輸送道路の機能確保の重要性を周知するとともに、耐震化促進に向けて、個別の訪

問や耐震化に関する助成などを継続的に行っていきます。 

 

（６）一般緊急輸送道路沿道建築物 

一般緊急輸送道路は、都が指定する緊急輸送道路のうち、特定緊急輸送道路以外の道路で、

道路閉塞を起こす可能性の高い沿道の建築物の耐震化が求められています。 

区は、一般緊急輸送道路沿道建築物について、アドバイザー派遣や耐震診断、耐震補強設計、

耐震改修への支援により、重点的に耐震化を促進していきます。 

 

（７）緊急道路障害物除去路線沿道建築物 

緊急道路障害物除去路線は、緊急輸送道路と、避難所や防災備蓄倉庫などの地域の防災拠

点を結ぶ、区の地域防災計画に定める地域輸送道路です。災害時に除去路線の閉塞を防ぎ、区

民の円滑な避難や救援活動が行えるよう、区は沿道建築物の耐震化に取り組む必要がありま

す。 

区は、過去の耐震診断、耐震改修の状況や対象建築物等を調査して沿道建築物の現状を把

握し、建築物所有者への助成制度の周知を徹底し、国や都の補助制度の動向も踏まえながら、

施策の方向を検討していきます。 
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（８）ブロック塀等 

２０１８（平成３０）年６月の大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊による死傷者が出る被害

があり、その危険性が改めて問題となりました。 

区では、２０１９（令和元）年度に区内道路沿いで高さ０.８ｍを超える塀を対象に基礎調査を

行うとともに、ブロック塀等の除却に関する助成制度を設け、２０２０（令和２）年度に建替えの

助成、２０２１（令和３）年度には設計・工事監理の助成を追加しました。さらに、道路沿いのブロ

ック塀等の安全確保を推進するほか、ブロック塀等の倒壊による危険性や安全確認のポイント

を区公式ウェブサイトなどで周知しています。 

区は、以下の対策に取り組みます。 

 

⚫ 区内の道路沿いのブロック塀等の所有者に対して、震災時に通行機能を確保し、耐震化

を促進するため、適切な維持管理の依頼や助成制度の案内について各戸配布を継続し

て実施します。 

⚫ 既存のブロック塀等の安全性について、相談要望に応じ、現地で鉄筋探査機等を用いた

調査・確認を行います。 

⚫ ４ｍに満たない狭あい道路沿いのブロック塀等の所有者に対しては、狭あい道路拡幅整

備事業等関連事業や助成制度について案内します。 

⚫ 残存する「注意を要するブロック塀」については、今後も引き続き追跡調査を実施し、全

てのブロック塀の除却若しくは耐震化の促進に向けて取り組みます。 

⚫ 安全性が確認できていない通学路のブロック塀等については、通学路点検時など関係

所管と情報共有に努めるとともに、所有者への啓発などを通して、塀の安全対策に努め

ていきます。 

⚫ 建築確認申請や相談などの機会を捉えて、倒壊による危険性や対策の必要性を啓発し、

改善指導を行います。 
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ブロック塀等建替え工事助成 

出典：目黒区 耐震化助成制度のパンフレット 
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３ 取組方針２ 耐震化促進に関する普及啓発及び指導・助言等 

（１）情報提供の充実 

ア 情報提供の充実 

住宅を始めとする建築物の耐震化を促進するには、まず、建物所有者などが耐震化の必要

性や重要性を認識する必要があります。 

区は、めぐろ区報やウェブサイトの充実、パンフレットの配布など、情報提供の充実を図り

ます。また、「目黒区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」に基づき、住宅・建築物の耐

震化に係る財政的支援や、耐震性が不足する木造住宅所有者への各戸配布や戸別訪問を実

施するなど、引き続き効果的な耐震化促進に取り組みます。 
 

【これまでの取組事例】 

＜パンフレット・区報等を通じた周知＞ 

⚫ 区では、各種助成制度に関するパンフレットを作成し、めぐろ区報、区公式ウェブサイ

ト、区公式 X（エックス／旧 Twitter）、LINE 公式アカウントを通じて、周知に努めて

います。 

⚫ 各種助成制度についての区パンフレット、ビル・マンションの耐震化や地震に強い住ま

いづくりに関する参考資料を窓口で配布しています。 

⚫ 年に１度、めぐろ区報で耐震特集を組み、周知に努めています。 
 

   

図 ３-１ 各種助成制度に関する区パンフレット 
 

＜戸別訪問・ダイレクトメールの送付＞ 

⚫ 区では、年度ごとに地域を限定し、木造２階建て以下の旧耐震建築物を対象に戸別に

現地を訪問し、耐震化促進事業に関する案内を年間２００件程度ポスティング配布し

ています。 

⚫ これまで区の耐震診断助成制度を用いて耐震診断を行い耐震性がないと診断され、

現時点で耐震改修・建替え等を行っていない所有者に、年に１度耐震化促進事業に関

するダイレクトメールを送付しています。  
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＜木造住宅耐震改修事業者講習会の開催＞ 

⚫ 区では都と連携し、改修事業者等の技術力向上を図る取組として、木造住宅耐震改修

事業者講習会を開催しています。 

 

＜耐震フェアなどのイベントによる周知＞ 

⚫ 関係所管と連携し、めぐろ防災フェスタなどの機会を捉えて、耐震助成制度を周知し

ています。 

⚫ 区では、毎年９月に耐震フェアを区総合庁舎内にて開催し、様々な耐震化工法等を紹

介するとともに、相談窓口を開設しています。 

 

 

 

 

イ 耐震改修促進税制の周知 

耐震改修促進税制により、既存住宅を耐震改修した場合、所得税の特別控除や固定資産税

の減額措置を受けられます。 

区は、住宅の耐震化を促進するため、税制優遇措置は有効であることから、耐震改修に係

る助成を行うと同時に周知を行っていきます。 

  

耐震フェア来場者数 

相談者数の推移 

令和６年度までに、２,３９９人の来場者がありました。 

近年、増加傾向にあります。 

H２３東日本大震災 

H２８熊本地震 

R６能登半島地震 
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ウ 在宅避難と備え 

地震で自宅が被害を受けた場合、状況が落ち着くまで一時的に避難所で生活することもで

きますが、避難所での生活は心身ともに負担がかかりやすく、子どもや高齢者などの個別の

ニーズに対応することが難しい場合があります。自宅の耐震性を確保しておくことで、住み慣

れた自宅での在宅避難を送ることができます。また、ライフラインの被害状況によっては、し

ばらくの間物資の供給が断たれる可能性もあり、避難所における備蓄にも限界があります。

そのため、自宅での備蓄を行っておくことが自らのため、地域のためにつながります。 

区は、耐震改修等により自宅の耐震性を確保するとともに、水や食料等を最低３日分（目標

７日分）備蓄し、携帯トイレ・懐中電灯・蓄電池・消火器などの準備を行うよう機会を捉えて、区

民に周知します。 

 

 

 

その時、ライフラインは 

出典：目黒区 在宅避難とその備え 

被害状況によっては、復旧までに想定以上の日数が

必要になる場合も考えられるため、しばらくの間、物

資の供給が断たれる可能性もあります。 

区民が在宅避難のために行っていること 

出典：第４７回目黒区世論調査（令和５年度実施） 

区世論調査では、在宅避難のために行っていることとして、「家具が転倒しないように固定してい

る」「消火器や感電ブレーカー等を設置している」「耐震工事を行った」などの対策が挙げられてい

ます。 
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エ 高齢者向け耐震改修融資制度の普及・啓発 

所有者等が高齢者である住宅の耐震化においては、自己資金の調達について課題がある

ことを踏まえ、高齢者世帯の耐震化を促進するため、リバースモーゲージ型住宅ローン（住宅

金融支援機構の「リ・バース６０」）を活用した高齢者向けの耐震改修融資を無利子化・低利子

化する制度が、国により創設されています。 

区は、都と協力して、当該制度の普及・啓発を検討します。 

 

オ 耐震マーク表示制度の周知 

都では、耐震性のある都内全ての建築物を対象に、耐震性のある建築物であることを示す

「東京都耐震マーク」を交付しています。これを活用することで、建築物利用者や住民などに

広く耐震性に関する情報を提供し、建築物の安全性に関する意識向上などの効果が期待さ

れます。 

区は、ウェブサイトなどで耐震マークの紹介と交付窓口の案内を行い、制度の周知及び活

用を図っていきます。 

 

（２）相談体制の整備 

区は、耐震診断及び耐震改修等に関する区民からの問い合わせに適切に対応できるよう、建

築課窓口で、木造住宅等の耐震診断や耐震改修等について専門職員による相談を随時行いま

す。また、協力団体による建築無料相談会（毎月１回実施）と連携し、建築物の安全性の確保や

耐震相談に対応します。 
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（３）マンション管理状況届出制度等との連携 

ア マンション管理計画認定制度との連携 

今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションの急増が懸念されること

から、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、区では２０２３（令和５）年３

月に「目黒区マンション管理適正化推進計画」を策定し、２０２３（令和５）年４月から「管理計画

認定制度」の運用を開始しました。 

区は、分譲マンションの耐震化を促進するため、管理計画認定制度により認定されたマン

ションについて、管理組合の状況や建物改修等を分析し、耐震化の推進につなげていきます。 

 

イ マンション管理状況届出制度との連携 

東京都マンション管理条例により、１９８３（昭和５８）年以前に新築された６戸以上のマンシ

ョンに管理状況の届出が２０２０（令和２）年度から義務付けられています。 

区は、引き続き同制度の適切な運用を行い、管理状況の把握や現地調査等の支援と連携し、

耐震アドバイザーを派遣するなど、耐震化の必要性や助成制度について周知を行います。 

 

（４）特定建築物への指導・助言 

区は、特定建築物の耐震化を重点的に促進するため、所有者に対し、区と所管行政庁が連携

し、公共的な観点から必要な支援を行うとともに、耐震改修促進法及び東京における緊急輸送

道路沿道建築物の耐震化を推進する条例（以下「東京都耐震化推進条例」という。）に基づく指

導及び助言などを効果的に行います。 

 

ア 重点的に指導などを行う建築物 

区は、防災拠点の確保や、地震被害の軽減を図るため、原則として、以下の特定既存耐震

不適格建築物について、重点的に指導などを行います。 

⚫ 地震による倒壊により、緊急輸送道路の通行を妨げる可能性のある特定既存耐震不

適格建築物 

⚫ 学校、病院などの防災上特に重要な特定既存耐震不適格建築物 

⚫ ホテル、百貨店などの不特定多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物 

⚫ 老人福祉センター、保育施設などの特定多数の者が利用する特定既存耐震不適格建

築物 

⚫ 危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する特定既存耐震不適格建築物 
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イ 耐震改修促進法による指導及び助言並びに指示などの実施 

区は、耐震改修促進法に基づく指導及び助言や指示、公表を実施していきます。 

公表は、耐震改修促進法に基づくことを明示し、めぐろ区報への掲載や、区公式ウェブサイ

トへの掲載などの方法により行います。 

 

 
図 ３-２ 耐震改修促進法に基づく指導や指示などの流れ 

 

ウ 東京都耐震化推進条例による指導及び助言並びに指示などの実施 

区は、東京都耐震化推進条例に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者または管

理者に対し、耐震化状況報告の指導及び助言、耐震化に関する指導及び助言や指示、公表等

を実施していきます。 

公表は、東京都耐震化推進条例に基づくことを明示し、めぐろ区報への掲載や、区公式ウェ

ブサイトへの掲載などの方法により行います。 

  

既存耐震不適格建築物及び特定既存耐震不適格建築物 

耐震診断・改修の実施 

耐震診断・改修未実施 

耐震診断・改修の実施 

耐震診断・改修未実施 

耐震診断・改修未実施 

正当な理由なく、耐震診断・改修を実施しない場合その旨を公表 

【耐震改修促進法第１５条第３項】 

耐震診断・改修の実施 

指導にも従わない場合、耐震診断・改修を実施するよう指示 

【耐震改修促進法第１５条第２項】 

対象となる建築物所有者に対し、耐震診断・改修を実施するよう指導及び助言 

【耐震改修促進法第１５条第１項・第１６条第２項】 

建築基準法に基づく勧告・命令の検討 
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（５）関係団体との連携 

区は、都や他自治体、区内の建築設計・工事・関係団体、地域住民などとの適切な役割分担の

もとに、連携・協力して建築物の耐震化の促進に取り組みます。 

 

ア 都、他自治体 

区は、耐震改修の目標実現のために、耐震改修に関する行政施策を推進する都や他自治体

及び（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターとの連携を図り、耐震化を促進していきます。 

 

イ 区内の建築設計・工事・関係団体 

区は、区内の(一社)東京建築士会目黒支部、（一社）東京都建築士事務所協会目黒支部、目

黒区住宅リフォーム協会などでつくる組織との連携を図り、区民が耐震化に関する相談を気

軽に行える体制の充実やマンションに関する耐震化の相談窓口の紹介、周知を積極的に行い、

耐震診断及び耐震改修等の普及・促進に取り組みます。 

 

ウ 地域住民 

耐震改修の促進は、地域として耐震化の意識が高まることが重要です。区は、地域住民と

の連携を図り、耐震化の促進のための相談会の開催やパンフレット配布、目黒区地域街づく

り条例※を活用した区民活動の支援などにより、耐震化の促進を図っていきます。 

また、町会・自治会などの地域活動の拠点となる施設である町会・自治会館の耐震化を支

援していきます。 

 

※ 目黒区地域街づくり条例とは、区民が身近な地域単位で話し合いの場を設けるなど、街づくりの課題解決に

取り組むための仕組みや進め方を定め、区民等が自主的に地域街づくりを推進できるよう専門家派遣や活動

助成により支援する条例。 

 

（６）技術者の育成 

区民が安心して住宅・建築物の耐震化に取り組むためには、信頼できる技術者などの育成が

重要です。 

区は、以下の対策に取り組みます。 

⚫ 建築関係団体と連携し、耐震診断士や耐震改修技術者の育成、技術力向上のための施

策を展開していきます。 

⚫ 区に登録された、耐震診断や耐震改修を行う技術者や事業者の名簿を区民に公表し、住

宅などの所有者が安心して耐震診断や耐震改修を行える体制を整備していきます。 

⚫ 登録者や事業者については、定期的な講習会などによる更新制度を設け、常に区民が安

心して相談できるよう、技術力の維持・向上に努めていきます。  
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４ 取組方針３ 関連施策と連携した地域防災力の向上 

（１）がけ･擁壁の倒壊防止 

区では、１９９８（平成１０）年から２０００（平成１２）年にかけ、区内の高さ２ｍを超えるがけ・擁

壁の実態調査を行いました。１割程度で劣化などを確認し、倒壊による危険性や対策の必要性

について、所有者などに周知を行いました。 

２０１１（平成２３）年度には、それらの追跡調査を行い、改善の進まないがけや擁壁の所有者

などに適正な維持管理を依頼するとともに、万が一の際に影響が大きいと考えられる擁壁に

ついては、毎年追跡調査と改善指導を行っています。 

区は、２０１２（平成２４）年度にがけ･擁壁改修助成制度を創設し、これまでに８件の助成実績

があります。 

安全性の見込まれないがけや擁壁の所有者などに対しては、引き続き、倒壊による危険性や

対策の必要性とともに助成制度の周知を行います。また、建物の建替え計画相談や指定確認検

査機関からの道路敷地照会の際などに、建築基準法及び東京都建築安全条例に基づき指導し

ています。 

構造物である擁壁は、その危険度がわかりにくいため、国の「我が家の擁壁チェックシート

（案）」の周知を行い、所有者による適切な維持管理の推進につなげていきます。 

 

（２）住宅・建築物土砂災害対策 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、２０１８（平

成３０）年５月、都により新たな土砂災害警戒区域等の指定が告示され、区内では２５（現在は２

６）箇所の土砂災害警戒区域、そのうち１８（現在は１６）箇所が土砂災害特別警戒区域に指定さ

れました。 

おおむね５年ごとに実施される基礎調査では、土砂災害により被害を受けるおそれのある区

域を新たに指定、対策工事等が行われて安全性が確保されたと認められた場合には、指定の解

除等の見直しが行われています。 

区は、土砂災害から区民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周

知、警戒避難体制の整備、住宅などの新規立地の抑制、既存住宅の移転促進などを推進します。 

 

（３）家具転倒防止 

近年発生した大地震の被害状況を分析すると、家具類の転倒及び落下を原因とする負傷者

が多発しています。東京消防庁が２０２４（令和６）年に実施した「消防に関する世論調査」結果で

は、家具類の転倒及び落下防止対策を実施している家庭が６３.４％を占めています。 

区は、家具の転倒防止に関するパンフレットの配布やキャンペーンなどの実施により、区民に

家具を固定することの重要性を周知するとともに、相談窓口を通して普及を図ります。また、一

人暮らしの高齢者や障害者等の方に、家具転倒防止器具の取付費用を助成しています。 
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（４）落下物防止 

ア 窓ガラスの落下防止対策 

２００５（平成１７）年３月に発生した福岡県西方沖地震において、市街地にあるビルの窓ガ

ラスが割れ、道路に大量に落下する事態が発生しました。これを機に、地震発生時の窓ガラス

の落下、飛散による人的被害の危険性が改めて問題となりました。さらに、２０１６（平成２８）

年４月に発生した熊本地震では、熊本駅のカーテンウォールのガラスが破損・脱落が報告さ

れました。 

窓ガラスの落下防止対策に関して、区は都と協力して、これまで以下の実態調査と改善指

導を実施しました。引き続き実態調査を行いながら、計画的かつ定期的に、落下の危険性の

ある建物の所有者などに、適正な維持管理を依頼していきます。 

 

表 ３-２ 実態調査と改善指導の実施の経緯 

時期 実施の内容 

昭和５３年 
建築基準法施行令第３９条に基づく告示が改正され、窓ガラスを固定する

シーリング材に硬化性のものを使用することを原則禁止 

昭和５５年 

以降 
硬化性シーリング材を使用する窓ガラスの実態調査及び改善指導を実施 

平成１７年 

３月 
FIX 窓※の窓ガラスの実態調査を行い、改善指導を実施 

※ FIX 窓とは、開閉できないよう固定された採光用の窓のこと。 

 

イ 外壁タイル等の落下防止対策 

２００５（平成１７）年６月に都内のオフィスビルにおいて、外壁タイルの落下により負傷者を

出す事故が発生しました。これを受け、区は、都と協力して、外壁タイル等の落下により危害

を与えるおそれのある傾斜した外壁を有する建物所有者に対して、実態調査と改善指導を行

いました。 

特定建築物については、所有者が定期調査報告時に外壁タイルの打診を行っており、改善

すべき箇所の報告があった場合は、区は改善指導を行っています。また、外壁タイルの落下

防止対策については、引き続き、計画的かつ定期的に適正な維持管理を依頼していきます。 

 

ウ 大規模空間の天井脱落対策 

過去、数次の地震において天井脱落の被害の報告を踏まえ、国土交通省により技術的助言

が発出されてきました。２０１１（平成２３）年３月の東日本大震災では震源地である東北地方

を始め、都内でも甚大な被害が生じたほか、屋内プールなど地震を原因としない天井脱落被

害の報告もされていました。これらの被害を受け、２０１４（平成２６）年４月に特定天井※の天

井脱落対策に係る建築基準法第３９条の改正が行われ、対策の規制が強化されました。 

区は、天井材が脱落し被害をもたらすことがないよう、一定規模以上の劇場やホールなど

に対して、実態調査と適正な維持管理を依頼してきました。引き続き、建物所有者などから状
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況調査を行うとともに、計画的かつ定期的に適正な維持管理を依頼していきます。 

 

※ 特定天井とは、人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、天井の高さが６ｍを超え、水平投影面

積が２００㎡を超え、かつ単位面積質量が２kg/㎡を超えるもの。 

 

エ 屋外広告物の落下防止対策 

２００７（平成１９）年６月に都内の雑居ビルにおいて、広告板の落下により負傷者を出す事

故が発生しました。これを受け、区は、地震の際に看板などの屋外広告物が脱落し、被害をも

たらすことがないよう、商業地域内の避難道路沿いで一定規模以上の建築物に対して、工作

物としての広告物の実態調査と改善指導を行いました。２０１５（平成２７）年２月には、札幌市

内のビル外壁に設置された看板の一部が落下し、負傷者が出るなど、日常的な安全管理が課

題となっています。 

区は、引き続き申請者から許可の更新時に提出される自己点検報告書により、管理状況等

の実態を確認していきます。また、設置者に対し工作物確認申請時に安全確認を行っていき

ます。 

 

（５）エレベーター閉じ込め防止 

２００５（平成１７）年７月に発生した千葉県北西部地震では、首都圏の多くの住宅・建築物でエ

レベーターが緊急停止しました。この際、エレベーターのかごの中に利用者が長時間にわたり閉

じ込められるなどの被害が発生し、住民に不安や混乱を生じさせることになりました。 

２０１１（平成２３）年３月の東日本大震災では、東北地方から東海地方にかけて２１０台のエレ

ベーターの閉じ込め事例が報告されました。さらに２０１８（平成３０）年６月に発生した大阪府北

部地震では、近畿２府３県で３４６台のエレベーターの閉じ込め事例が報告されました。 

閉じ込め防止対策として、リスタート機能、停電時自動着床装置、Ｐ波感知型地震時管制装置

などが設置されていないエレベーターもいまだ多い状況にあります。 

区は、地震時管制運転装置などが設置されていないエレベーターの所有者に対して、閉じ込

め防止対策の重要性を周知し、装置の設置や機器の改修を促していきます。また、関係団体な

どに対し、閉じ込め防止装置の積極的な設置と復旧体制の整備を働きかけ、区民の不安解消と

被害防止を推進します。 

 

  



第３章 耐震化を促進するための施策 

46 

（６）地震火災対策 

地震災害時には、電気ストーブの転倒や電源コードの損傷などによる火災が多く発生してお

り、東日本大震災で発生した火災の約６割が電気に起因するものとされています。首都直下地

震等による東京の被害想定報告書（２０２２（令和４）年）の都心南部直下地震の被害想定では、

区内で最大４,４２６棟の建物が焼失すると想定されていますが、この大規模な火災被害は、最

初の火元はわずか１４棟という想定です。その１４棟を初期の段階で消火できれば延焼による被

害がなくなり、倒壊した家屋などから救える命も格段に多くなります。 

区は、以下の対策に取り組みます。 

⚫ 地震による火災が発生した際の初期消火に備えるため、街頭消火器を整備し、家庭用消

火器のあっせんを行い普及に努めていきます。 

⚫ 通電火災防止のため、避難時にブレーカーを落とすことや感震ブレーカーの設置などに

ついて消防署や関係機関と連携し、区民への情報提供と意識啓発を図っていきます。 

⚫ 感震ブレーカーについては、引き続き木造住宅密集地域を中心に設置助成と無償配布

を行っていきます。 

 

（７）木造住宅密集地域の耐震化 

木造住宅密集地域では、老朽化した建物の建替えが進まず、地震の発生により住宅が倒壊し

た場合、道路閉塞や出火により、避難や救急・消火活動が妨げられ、甚大な被害につながるおそ

れがあり、住環境の改善と災害に対する安全性の確保が大きな課題となっています。 

区は、木造住宅密集地域整備事業、不燃化特区制度などの不燃化建替えを推進する各制度と

の連携や防災街区整備事業などによる共同化事業の活用により、住宅の建替えを中心とした

耐震化を促進していきます。 

 

 
  

耐震化と不燃化 

出典：あなたと家族の命を守る

耐震対策（国土交通省） 

＜耐震化＞ 

地震に対する建物の耐久性

を高めるための措置 

＜不燃化＞ 

一定時間、火災による熱を受けても燃焼しないための措置 

住居を更新する際に火災に強い耐火建築物や準耐火建築物といった建物にすること 
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（８）リフォームに合わせた耐震改修の誘導 

耐震改修の実施に当たっては、単独で行うのではなく、増改築やリフォームに合わせて行う

ことが、費用や手間を軽減できるという面で有効です。 

区は、住宅のリフォーム工事などの機会に合わせた耐震改修の誘導を図り、住宅課のリフォ

ーム助成等の相談があれば両制度の情報を提供しあうなど、連携を図ります。 

 

（９）まちづくりと連携した耐震化の促進 

ア 広域生活拠点におけるまちづくり 

区都市計画マスタープランで、商業・業務・住宅などの都市機能が集積し、交通基盤の結節

点であり広域的な交通網でつながる拠点と位置づけられた広域生活拠点については、東京

のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生方針を活用した街区再編、市街地再開

発事業等による建築物の共同化、用途地域や地区計画といった都市計画手法を活用した建

替え促進など、まちづくりによる取組を通じて建築物の耐震化を促進しています。 

自由が丘駅周辺地区では、建築物の過密化や老朽化、都市計画道路の未整備、鉄道による

街の分断の解消などの課題があり、自由が丘駅前西及び北地区では段階的な建替え更新、そ

の他の区域では街並み誘導型地区計画※など、地域の特色を踏まえた建替え促進に取り組ん

でいきます。 

中目黒駅周辺地区では、駅前の市街地再開発事業に続き、中目黒駅前北地区において、共

同化（建替え）による耐震化を進めていきます。 

目黒駅周辺地区では、下目黒一丁目地区において、都市計画手法を活用した建替え促進を

進めていきます。 

 

※ 街並み誘導型地区計画とは、地区計画制度の１つで、建物の壁面の位置や高さの制限などを守ることにより、

前面道路幅員による容積率制限や道路斜線制限が緩和され、建物の壁面や高さの揃った街並みを形成して

いこうとする制度。 

 

イ 地区生活拠点におけるまちづくり 

区都市計画マスタープランで、地域の暮らしに密着した商業機能等やコミュニティ活動を

支える場として活用可能な公共施設等が整備され、日常的な活動や交流の中心となる拠点

と位置づけられた地区生活拠点については、それぞれの地域特性に応じて、災害に強い良好

な住環境の形成などのまちづくりを進めていきます。具体的には、建替えや不燃化、狭あい

道路、緑化、ブロック塀等に係る助成制度の周知を強化するとともに、特に防災性を向上さ

せる必要がある地域では、地域住民とともに地域まちづくりルールを進めるなどの取組を推

進していきます。 

祐天寺駅周辺では区内で最も不燃領域率※１が低い木造住宅密集地域が存在することから、

老朽建築物の建替えや耐震化、不燃化への誘導の他、狭あい道路や公園などの整備を行い、

地区の防災性の向上と居住環境の整備を一体的に取り組んでいきます。 

西小山駅周辺となる目黒本町五丁目、目黒本町六丁目、原町一丁目、洗足一丁目では、木
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造住宅密集地域整備事業や防災街区整備事業※２、都の不燃化特区制度※３などを活用したま

ちづくり事業を進めており、区は、不燃化建替えを支援することで、耐震化の促進を図ります。 

また、耐震化やブロック塀の除却等に係る助成制度の普及・啓発を行い、災害時の安全な

避難経路の確保を図ります。 

 

※１ 不燃領域率とは、建物の不燃化や道路、公園などの空地の状況から市街地の燃えにくさを表す指標。 

※２ 防災街区整備事業とは、密集市街地の火災または地震発生時における延焼防止、避難上の機能の改善と土

地の合理的かつ健全な利用を図るため、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別

の土地への権利変換を認める柔軟な事業手法であり、老朽化した建築物を建替え、防災性能を備えた建築物

及び道路などの公共施設の整備を行う事業。 

※３ 不燃化特区制度とは、木造住宅密集地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が

連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」街づくりを進める制度。 

 

（１０）定期調査報告制度との連携 

建築基準法第１２条に基づき、特定建築物の所有者は、調査資格者により建築物の調査を行

わせ、その結果を定期的に特定行政庁に報告しなければならないとされています。その際、調

査者は、当該建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況を調査し、報告することとなっていま

す。 

区は、この定期調査報告制度により、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況を把握し、

地震発生時に倒壊の危険性のある建築物などへの指導を積極的に行っていきます。 

 

（１１）空家対策との連携 

適正な管理が行われていない空家については、老朽化などに伴い倒壊の危険性が生じると

ともに、火災発生の危険や防犯面での不安など、周囲の生活環境への悪影響が懸念されます。

また、２０２４（令和６）年４月１日から相続登記の申請が義務化され、相続人による土地の適切

な管理と利活用が求められています。 

区は、区空家適正管理助成制度により、空家の適正管理に係る費用の一部を助成しており、

空家等対策計画との連携を図りながら、空家の適正管理や利活用に向けた支援を通じ、耐震化

の推進につなげていきます。 

 

（１２）道路沿いの緑化 

道路沿いの緑地は、景観面での効果だけでなく、災害時の延焼防止や避難通路の確保などの

効果を期待することができます。 

区は、道路に面した場所に新たに生け垣を設ける場合や、ブロック塀を生け垣化する際の助

成制度を設けています。ブロック塀等の除却や改善指導と合わせて制度の紹介を行うことで、

良好な住環境の形成と災害時の安全確保を促進します。 
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（１３）狭あい道路の拡幅整備を通じた安全性の確保 

区内には、幅員が４ｍに満たない細街路が存在しており、災害時の避難や緊急車両の通行に

支障があることや、火災発生時の延焼の危険及び消火活動への支障など、地域の安全性確保に

大きな支障が出ることが想定されます。 

区は、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例により、後退用地の拡幅整備工事、塀等の

撤去費用の一部助成など、狭あい道路の拡幅整備事業を推進し、良好な住環境の形成と災害時

の安全確保を図っていきます。 

 

（１４）応急危険度判定実施体制の確保 

地震により被災した建築物は、余震などにより二次災害が発生する可能性があるため、短時

間で被災状況を把握し、応急危険度判定（余震による二次災害発生の危険度の判定）を行い、必

要な措置を講じる必要があります。 

区は、都が実施している被災建築物応急危険度判定員講習の受講者に被災建築物応急危険

度判定員の登録を促すなど、応急危険度判定員の確保に努め、発災時における応急危険度判

定の速やかな実施体制を継続して確保していきます。 

 

（１５）新築時の耐震化の徹底 

区は、新たに建築される建築物においては、現行の耐震基準に従って適切に設計及び施工が

行われるよう、建築基準法に基づく建築確認、中間検査及び完了検査の実施徹底を図るととも

に、国の制度である長期優良住宅の紹介を行うことで、より高い水準の耐震基準を適用した住

宅の普及に取り組みます。 

 

（１６）緊急道路障害物除去路線の機能確保 

緊急道路障害物除去路線は、緊急輸送道路と地域避難所や防災備蓄倉庫などの地域の防災

拠点を結ぶ地域輸送道路であり、その機能確保は区民の生命と財産を守る観点から極めて重

要です。災害時に救援・救助に必要な緊急車両の走行の確保を図るため、ほかの道路に先駆け

て、道路上の障害物の除去や応急補修を行う必要があります。 

そのため、区は定期的に緊急道路障害物除去路線の保守点検を行い、陥没等破損を発見した

場合は迅速に補修対応を行うとともに、倒壊等による道路閉塞を防ぐために、沿道建築物の耐

震化や危険なブロック塀等の除却を働きかけるほか、インフラ施設の更新を推進するなど、機

能確保に取り組みます。 
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第４章 取組実績と進捗状況等 

１ 建築物等への耐震化助成 

 

（１）概要 

・ 開始年度： 

➢ 耐震診断助成：１９９６（平成８）年度から開始 

➢ 耐震改修助成：２００６（平成１８）年度から開始 

➢ 耐震補強設計助成：２０１４（平成２６）年度から開始（特定緊急輸送道路沿道建築物は

２０１１（平成２３）年度から） 

・ 助成内容：参考資料１（１） 耐震診断助成制度 

参考資料１（２） 耐震補強設計助成制度 

参考資料１（３） 耐震改修助成制度 

参考資料１（５） 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度 参照 

 
  

○区では、建築物の安全性の向上を目的として、耐震診断・設計・改修の助成を行っています。 

○２０２４（令和６）年度までに、木造住宅等では耐震診断１,１３６件、設計３８件、改修３２７件、非

木造建築物では耐震診断２０６件、設計３５件、改修５０件の助成を行ってきました。 

○制度開始時や、助成対象や限度額の変更時、大きな地震の発生後は助成件数が増加する傾

向にありますが、近年では耐震診断・設計・改修ともに年数件程度となっています。 

○木造住宅等の耐震診断助成については、「新耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）」に対象

を拡充した２０２４（令和６）年度から助成件数は増加しています。 
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（２）木造住宅等への耐震診断・設計・改修助成の実績 

ア 耐震診断 

・ 木造住宅等への耐震診断の助成件数は、２０２４（令和６）年度までに１,１３６件で、ここ 

１０年ほど数件～十数件程度で推移していました。 

・ ２０２４（令和６）年度から、熊本地震で一定の被害がみられた「新耐震基準の木造住宅等

（２０００年以前）」に対象を拡充し、耐震診断助成を中心に件数は増加しています。東日

本大震災など、大きな地震の発生後は申請件数が増加する傾向があります。 

 

※ 令和６年度から新耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）に対象を拡充。 

図 ４-１ 木造住宅等への耐震診断助成実績の推移 

 

イ 耐震補強設計 

・ 木造住宅等への耐震補強設計の助成件数は、２０２４（令和６）年度までに３８件で、近年

は年数件程度です。 

 

図 ４-２ 耐震補強設計助成実績の推移 

H２３東日本大震災 

H２８熊本地震 

R６能登半島地震 
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ウ 耐震改修 

・ 木造住宅等への耐震改修の助成件数は、２０２４（令和６）年度までに累計３２７件で、 

２０１２（平成２４）年度まで増加傾向でしたが、その後減少し、年に１０件以下の状況です。 

・ 直近では「新耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）」への助成が２棟ありました。 

 

図 ４-３ 木造住宅等の耐震改修助成実績の推移 

 

 

木造住宅耐震診断助成を受けた方へのアンケート 

〇平成２３年以降に木造住宅耐震診断助成を実施後に耐震改修助成を受けていない所有者 

１１０名を対象にアンケート調査を行い、３６名から回答を得ました。（令和７年９月） 

○木造住宅の耐震診断実施後に耐震改修を実施していない方は約７０％を占めていますが、 

うち約４０％は耐震改修や建替えを行う意向があります。 

○木造住宅の耐震改修や建替えを行う意向はあるものの、多くは実施時期が未定の状況です。 

○金銭的理由や法律的に困難などの理由により、耐震改修や建替えが進まない状況です。 

 

【耐震改修や建替えを予定している回答者の声】 
◇改修が前提だが居住者構成変更の可能性あり規模が未定。 
◇見積りに協力いただける業者がなかなか見つからない。 
◇工事中の居住スペース確保の問題。 
◇セットバックが必要なため困難。 
◇賃貸中で入居者がおり、立ち退き交渉が難儀。 
◇色々問題があり全て未定。いずれリフォーム等は必要だと思う。 

【耐震改修や建替えを予定していない回答者の声】 
◇耐震診断で評点は低いが総合的に見て当面問題ないと説明があった。 
◇違反を是正しないと助成金が受けられない。是正を行うには金銭的に厳しい。 
◇耐震フェアに伺い紹介されたシェルターも高額で現実的ではなかった。 
◇改修工事をしても耐震性の有意な改善は見込まれないという診断結果だった。 
◇工事が大規模になり１年位別宅暮らしになるため。 
◇他に住居が必要なので費用と手間がかかり気持ち的にも負担重い 
◇工事はしたいが費用が高すぎるので今はできない。費用が安くなればやりたい。 
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エ 助成制度の見直し 

・ 木造住宅等への耐震診断については、２００６（平成１８）年度からは全額助成し、耐震診

断を促進した結果、ほぼ全ての事例で耐震改修が必要と判定されたものの、実際に耐震

改修が行われたのは約２割（耐震改修とは別にその後建替えされたものは約３．５割）で

した。 

・ ２０１１（平成２３）年に東日本大震災が発生し、２０１２（平成２４）年度から助成制度運用の

見直しを行い、診断助成を減額してより費用負担の大きい耐震改修助成の限度額を増

額しました。その結果、耐震診断後に未改修だった住宅で耐震改修を行う動きがみられ、

耐震診断後に耐震改修を行う方が約３割と増加しました。 

・ 近年、耐震改修の助成件数が年数件の状況である一方、除却助成件数は毎年２０件以上

で推移しています。既に築年数が４５年以上となる旧耐震基準建築物では、耐震診断が

必ずしも耐震改修に結びつかず、建替えをする事例が増加しています。 

 

 

（３）非木造建築物への耐震診断・設計・改修助成の実績 

ア 耐震診断 

・ 非木造建築物への耐震診断の助成件数は、２０２４（令和６）年度までに２０６件で、近年

は年数件程度です。 

・ 特定緊急輸送道路沿道建築物は２０１１（平成２３）年度に耐震診断が義務付けられ、全額

助成していましたが２０１６（平成２８）年度末に終了しました。 

 

 
※ 分譲マンションは平成２０年度、特定建築物及び緊急輸送道路は平成２１年度から実施。特定緊急輸送道路は平

成２３年度から実施し、全額補助は平成２８年度で終了。 

図 ４-４ 非木造建築物への耐震診断助成実績の推移  
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イ 耐震補強設計 

・ 耐震補強設計の助成件数は、２０２４（令和６）年度までに３５件で、近年は年数件程度で

す。 

 

 
図 ４-５ 非木造建築物への耐震補強設計助成実績の推移 

 

ウ 耐震改修 

・ 非木造建築物への耐震改修の助成件数は、２０２４（令和６）年度まで５０件で、近年は年

数件程度です。 

 

 
※ 分譲マンション及び緊急輸送道路は平成２１年度、特定建築物は平成２２年度、特定緊急輸送道路は平成２３年度

から実施。 

図 ４-６ 非木造建築物の耐震改修助成実績の推移 
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（４）木造除却費用助成 

 

 

（概要） 

・ 開始年度：２００９（平成２１）年度 

・ 助成内容：参考資料１（４） 建替えを前提とする除却工事助成制度 参照 

 

（実績） 

・ ２０１８（平成３０）年度までは年間５件程度でした。 

・ ２０１９（令和元）年度以降、助成対象を「１９５９（昭和３４）年１２月以前」から「１９８１（昭和

５６）年５月以前」に拡充した後は、５倍以上に増加しています。 

 

 
※ 令和元年度から「昭和５６年５月以前」に対象を拡充。 

図 ４-７ 木造除却費用助成実績の推移  

○区では、木造住宅の建替えを前提とする除却について、除却工事助成を２００９（平成２１）年

度から行っています。 

○２０２４（令和６）年度までに、１８４件の助成を行ってきました。 

○２０１９（令和元）年度以降、助成対象を「１９５９（昭和３４）年１２月以前」から「１９８１（昭和５

６）年５月以前」に拡充した後は、助成件数は増加しています。 
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２ その他の助成制度 

(１) 耐震アドバイザー派遣 

 

（概要） 

・ 開始年度： 

➢ 分譲マンション耐震アドバイザー派遣：２００６（平成１８）年度から開始 

➢ 木造住宅耐震アドバイザー派遣：２０１３（平成２５）年度から開始 

・ 助成対象： 

➢ ２０２３（令和５）年度まで：旧耐震基準（１９８１（昭和５６）年５月３１日）以前の建築物 

➢ ２０２４（令和６）年度から：「新耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）」に対象を拡充 

・ 助成内容：建築物の耐震化を円滑に進めるため、木造住宅等及び分譲マンションの所有

者に、全額区の費用負担で耐震診断・耐震改修等に関する耐震アドバイザーを派遣 

（実績） 

・ 分譲マンション耐震アドバイザー派遣は、２００６（平成１８）年度は２２件でしたが、以降は

減少傾向にあり、２０１４（平成２６）年度以降は年間１件以下で推移しています。 

・ 木造住宅耐震アドバイザー派遣は、年間１０件以上であり、増減はあるものの２０２２（令

和４）年度以降は増加傾向にあります。２０２４（令和６）年度では５５件のうち２３件が「新

耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）」となっています。 

 
※ 木造住宅耐震アドバイザーは平成２５年度から実施。令和６年度から耐震アドバイザー派遣の対象を「新耐震基準

の木造住宅等（２０００年以前）」に拡充。 

図 ４-８ 耐震アドバイザー派遣制度実績の推移  

○区では、専門の診断士による耐震アドバイザーを無料で派遣しています。 

○２０２４（令和６）年度までに、４５８件（分譲マンション５３件、木造住宅４０５件）の耐震アドバイ

ザー派遣を行ってきました。 

○直近５か年において、分譲マンション耐震アドバイザー派遣件数は年間１件以下ですが、木造

住宅耐震アドバイザー派遣件数は年間１０件以上で、対象を「新耐震基準の木造住宅等（２００

０年以前）」に拡充したこともあり増加傾向にあります。 
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(２) ブロック塀等除却工事等助成 

 

（概要） 

・ 開始年度：２０１９（令和元）年度（建替え工事は翌年度） 

・ 助成内容：参考資料１（１０） ブロック塀等除却工事等に係る助成制度 参照 

 

（実績） 

・ ブロック塀等除却工事等助成の件数は、２０１９（令和元）年度から２０２２（令和４）年度ま

では増加傾向にありましたが、それ以降は減少しており、２０２４（令和６）では４件となっ

ています。 

 

※ 建替えは令和２年度、設計・工事監理は令和３年度から実施。 

図 ４-９ ブロック塀等除却工事等助成実績の推移 

 

 

○区では、道路沿いの安全性が確認できない塀について、除却工事費、建替え工事費の一部助

成を２０１９（令和元）年から行っています。 

○２０２４（令和６）年までに、６３件（除却４３件、建替え２０件）の助成を行ってきました。近年の

助成件数は減少傾向にあります。 
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(３) その他の助成 

・ 耐震シェルター等設置助成は、避難行動要支援者のいる世帯（高齢者または身体障害者

等）を対象として、耐震シェルターまたは防災ベッド等の設置費用を助成する制度です。

２０２４（令和６）年までに、８件の助成実績があります。２０２５（令和７）年度から助成対

象を「新耐震基準の木造住宅等（２０００年以前）」とし、世帯要件を緩和、限度額を引き上

げました。 

・ がけ・擁壁改修助成は、高さ２ｍを超えるがけ・擁壁で、崩壊により周囲に被害が及ぶお

それのあるがけ等の改修工事費用の一部を助成する制度です。２０２４（令和６）年度ま

でに、８件の助成実績があります。 

・ 住宅・建築物土砂災害対策改修助成、がけ地近接等危険住宅移転事業助成は、土砂災害

特別警戒区域内の既存不適格住宅等に対して、改修・移転（除却等）費用の一部を助成す

る制度です。これまでに助成実績はありません。 

 

表 ４-１ その他の助成実績（累計） 

助成種類 
実施開始 
（年度） 

実績件数 
（件） 

助成内容 

耐震シェルター等設置助成 平成２０ ８ 参考資料１（６）参照 

がけ・擁壁改修助成 平成２４ ８ 参考資料１（７）参照 

住宅・建築物土砂災害対策改修助成 平成３０ ０ 参考資料１（８）参照 

がけ地近接等危険住宅移転事業助成 平成３０ ０ 参考資料１（９）参照 
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３ 関連施策・事業の進捗状況 

 

表 ４-２ 施策・事業の進捗状況（令和６年度末実績） 

取組方針 

（施策） 
施策・事業名 概要 担当課 取組の指標 進捗状況 

２ 

(３)ア 

マンション管理適正

化推進計画に基づく

管理計画認定 

マンション管理適正化法に基づくマンシ

ョン管理計画認定制度の適切な運用 
住宅課 認定数 １１件 

２ 

(３)イ 

東京都マンション管

理条例に基づくマン

ション管理状況届出

制度 

東京都マンション管理条例に基づくマ

ンション管理状況届出制度の適切な運

用 

住宅課 届出率 ９２.３％ 

３ 

(３) 

高齢者家具転倒防止

器具取付助成 

一人暮らし等高齢登録者や要介護４・５

の方に対し、家具転倒防止器具の取付

費用を助成 

高齢福祉 

課 
助成件数 ９件 

３ 

(３) 

障害者家具転倒防止

器具取付助成 

一人暮らしの上肢・下肢、体幹、視覚障

害１・２級または内部障害１級で器具取

付ができない方に対し、家具転倒防止

器具の取付費用を助成 

障害者 

支援課 
助成件数 ０件 

３ 

(３)(４) 
防災用品のあっせん 

防災用品のあっせん（家具転倒防止具・

ガラス飛散防止フィルム・とびらロック

など） 

防災課 あっせん件数 ７８件 

３ 

(６) 

感震ブレーカー設置

助成・無償配布事業 

木造住宅密集地域等で、地震時に電気

を自動的に遮断することで電気機器等

からの出火を防ぐ感震ブレーカーの設

置費用を助成または無償配布 

防災課 

助成件数 ４件 

配布件数 ２１６件 

３ 

(７) 

不燃化推進特定整備

事業 

（不燃化特区） 

特に防災性に課題のある地区を不燃化

特区として指定し、老朽建築物の除却

や不燃化建替えを行う際の助成制度や

専門家派遣、都市計画税・固定資産税

の減免等の支援を実施 

木密地域 

整備課 

老朽建築物除

却助成件数 

１４６件 

（累計） 

建替え 

助成件数 

８５件 

（累計） 

不燃領域率 
６４.８％ 

（累計） 

３ 

(８) 
住宅増改修相談 

関係団体と連携した既存住宅の改修に

関する相談 
住宅課 相談件数 ３５７件 

３ 

(８) 

住宅リフォーム資金

助成 

（一般リフォーム） 

自身で居住する居住用住宅の増改修・

修繕等、住宅の機能維持・向上のため

の改修工事に要する費用助成 

住宅課 助成件数 ２３７件 

３ 

(１２) 

みどりのまちなみ助

成 

（接道部への緑化助

成） 

住宅地の緑化推進のため、みどりの普

及啓発や、接道部・屋上・壁面への緑化

助成を推進 

みどり土木

政策課 

接道部の 

助成件数 

１９０件 

（累計） 

接道部の 

延べ助成延長 

１,５５５ｍ 

（累計） 

３(１３) 
狭あい道路の拡幅整

備 

災害時に避難・救援活動等が円滑に行

われるよう、幅員が４ｍ未満の狭あい

道路の拡幅整備を推進 

建築課 整備済み延長 

２,２７３.９４

m 

（６２.７％） 

（累計） 

○区では、下表の関連施策・事業を実施しています。 
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参考資料 

１ 助成制度一覧 

（１）耐震診断助成制度 

ア 助成要件 

対象建築物 

木造住宅等 木造２階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど 

非
木
造
建
築
物 

分譲マンション 
区分所有建物で、延べ面積１,０００㎡以上かつ地上３階建て以上の耐火・準耐火建

築物 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 

都計画で定める指定道路（山手通り、駒沢通りなど）の沿道にある道路幅員のお

おむね１/２以上の高さの建築物のうち、延べ面積１,０００㎡（幼稚園、保育所は５

００㎡）以上かつ地上３階建て以上の耐火・準耐火建築物 

特定既存耐震不適格 

建築物 

耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店

舗 

その他非木造建築物 
上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人

ホームなど 

 

以下の全てに該当すること 

＜木造住宅等、非木造建築物＞ 

・ 建築基準法令に適合していること 

・ 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等 

＜木造住宅等＞ 

・ ２０００（平成１２）年５月３１日以前に建築された建築物（在来軸組工法に限る） 

＜非木造建築物＞ 

・ １９８１（昭和５６）年５月３１日以前に建築された建築物 

 

イ 助成内容 

対象建築物 助成対象となる耐震診断 助成内容 

木造住宅等 区に登録された診断士による一般診断 
区登録耐震診断士の派遣 

費用の３/５ 

非
木
造
建
築
物 

分譲マンション 

耐震診断機関の行う耐震診断 

○社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部 

○上記以外の診断機関（第三者機関の評定が必要） 

耐震診断費用の２/３以内 

上限２００万円 一般緊急輸送道路 

沿道建築物 

特定既存耐震不適格

建築物 

耐震診断費用の１/２以内 

上限２００万円 

その他非木造建築物 
耐震診断費用の１/２以内 

上限６０万円 

※ 非木造建築物の助成対象の耐震診断費用には、評定の取得費用を含めることができる。  
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（２）耐震補強設計助成制度 

ア 助成要件 

対象建築物は、（１）耐震診断助成制度と同様 

以下の全てに該当すること 

＜木造住宅等、非木造建築物＞ 

・ 建築基準法令に適合していること 

・ 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等 

・ 建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための設計を行うこと 

＜木造住宅等＞ 

・ ２０００（平成１２）年５月３１日以前に建築された建築物（在来軸組工法に限る） 

・ 区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき

登録された耐震診断事務所、もしくは都が選定した安価で信頼できる耐震改修工

法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること 

＜非木造建築物＞ 

・ １９８１（昭和５６）年５月３１日以前に建築された建築物 

・ 完了時に第三者機関による評定を受けること 

 

イ 助成内容 

対象建築物 助成内容 

木造住宅等 
費用の１/２以内 

上限２０万円 

非
木
造
建
築
物 

分譲マンション 
費用の２/３以内 

上限２００万円 
一般緊急輸送道路沿道建築物 

特定既存耐震不適格建築物 
費用の１/２以内 

上限２００万円 

その他非木造建築物 
費用の１/２以内 

上限６０万円 
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（３）耐震改修助成制度 

ア 助成要件 

対象建築物は、（１）耐震診断助成制度と同様 

以下の全てに該当すること 

＜木造住宅等、非木造建築物＞ 

・ 建築基準法令に適合していること 

・ 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等 

・ 建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事で、原則として区に登録

した施工業者が行うこと 

＜木造住宅等＞ 

・ ２０００（平成１２）年５月３１日以前に建築された建築物（在来軸組工法に限る） 

＜非木造建築物＞ 

・ １９８１（昭和５６）年５月３１日以前に建築された建築物 

・ 区耐震助成制度の耐震診断を受けた建築物かつ第三者機関による評定を受けた非

木造建築物の耐震診断のうち、必要な耐震性を保有していない建築物 

 

イ 助成内容 

対象建築物 助成内容 

木造住宅等 
費用の４/５以内 

上限１５０万円（住民税非課税世帯は上限１８０万円） 

非
木
造
建
築
物 

分譲マンション 
費用の２/３以内 

上限１,５００万円 
一般緊急輸送道路沿道建築物 

特定既存耐震不適格建築物 
費用の１/３以内 

上限１,５００万円 

その他非木造建築物 
費用の１/３以内 

上限３００万円 
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（４）建替えを前提とする除却工事助成制度 

ア 助成要件 

以下の全てに該当すること 

・ １９８１（昭和５６）年５月３１日までに着工した木造住宅で、所有者自ら居住し、建替え

後も住み続ける 

・ 住民税・固定資産税を滞納していないこと 

・ 簡易診断による耐震性が不足している 

 

イ 助成内容 

対象建築物 助成内容 

木造住宅等 
除却費用の１/２以内 

上限５０万円 

 

 

（５）特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度 

 
補強設計 

（約１/３～５/６助成) 

改修 

（約１/３～５/６助成) 

除却・建替え 

（約１/３助成) 

助成基準 

単価 

【１,０００㎡以下】 

・５,０００ 円/㎡ 

【１,０００㎡超え２,０００㎡以下】 

・３,５００ 円/㎡ 

【２,０００㎡を超える】 

・２,０００ 円/㎡ 

【下記以外の場合】 

 ・５１,２００ 円/㎡ 

（５６,３００円/㎡） 

【マンションの場合】 

 ・５０,２００ 円/㎡ 

（５５,２００円/㎡） 

【住宅の場合】 

 ・３４,１００ 円/㎡ 

【免震工法等の特殊工法の場合】 

 ・８３,８００ 円/㎡ 

【下記以外の場合】 

 ・５１,２００ 円/㎡ 

（５６,３００円/㎡） 

【マンションの場合】 

 ・５０,２００ 円/㎡ 

（５５,２００円/㎡） 

【住宅の場合】 

 ・３４,１００ 円/㎡ 

助成額の 

算定式 
別表-(イ) 別表-(ロ) 別表-(ハ) 

注意事項 － 

耐震診断における総合評点（Is 値）が

０.３未満の場合は、別表-(ニ)の金額

を加算。 

－ 

※ （ ）内は Is 値０.３未満の場合 
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別表- 助成対象事業費 計算式 A            ＋      計算式 B 

(イ) 

《助成対象事業費》は、以下のう

ち低い方の金額を採用。 

A：延床面積×助成基準単価 

B：設計費用 

３００万円以下 
《助成対象事業費》 

×５/６ 以下のうち低い方の金額を採

用。 

・《計算式 A》×１/４以内 

・《助成対象事業費》×１/６以内 

３００万円超え 

６００万円以下 

《助成対象事業費》 

×１/２＋１００万円 

６００万円超え 
《助成対象事業費》 

×１/３＋２００万円 

(ロ) 

《助成対象事業費》は、以下のう

ち最も低い金額を採用。 

A：延床面積×助成基準単価 

B：工事費用 

C：D・E 以外 

５億１,２００万円 

D：マンション 

５億 ２００万円 

E：住宅 

３億４,１００万円 

５
，
０
０
０
㎡
以
下
の
部

分

３,６００万円 

以下 
《助成対象事業費》×５/６ 

以下のうち低い方の金額を採

用。 

・《計算式 A》×１/１０以内 

・《助成対象事業費》×１/１５以内 

３,６００万円超え 

７,２００万円 

以下 

《助成対象事業費》×１/２ 

＋１,２００万円 

７,２００万円超え 
《助成対象事業費》×１/３ 

＋２,４００万円 

５,０００㎡超えの部分 

《助成対象事業費》×１/６ 

※５,０００㎡超の場合は、

面積按分により計算。 

(ハ) 

《助成対象事業費》は、以下のう

ち最も低い金額を採用。 

A：延床面積×助成基準単価 

B：工事費用 

C：D・E 以外 

５億１,２００万円 

D：マンション 

５億 ２００万円 

E：住宅 

３億４,１００万円 

５,０００㎡以下の部分 《助成対象事業費》×１/３ 

５,０００㎡超えの部分 

《助成対象事業費》×１/６ 

※５,０００㎡超の場合は、

面積按分により計算。 

 

別表- 助成対象事業費 計算式 A     ＋     計算式 B 

(ニ) 

《加算の基準額》は、以下のうち低い方の金額を採用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５,０００㎡以下の部分 

《加算の基準額》×１７/３０

＋２,０００円 

 

５,０００㎡超えの部分 

《加算の基準額》×２３/６０ 

※５,０００㎡超の場合は、

面積按分により計算。 

 

  

A：改修工事費用                   

B：C・D 以外延床面積 

×７６,８００円/㎡ 

C：マンション延床面積 

×７５,３００円/㎡ 

D：住宅延床面積 

×５１,１５０円/㎡       

下記以外延床面積 

×５６,３００円/㎡ 

マンション延床面積 

×５５,２００円/㎡ 

住宅延床面積 

×３４,１００円/㎡ 

－ 

 ※負の数になる場合は、加算なし。） 

※ 加 算 の 助 成 額

は、（ロ）で算出し

た助成額の１/３が

限度。 
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（６）耐震シェルター等設置助成制度 

ア 助成要件 

以下の全てに該当すること 

・ ２０００（平成１２）年５月３１日以前に建築された木造２階建て以下の住宅の１階部分

に設置 

・ 世帯員に避難行動要支援者がいる世帯が居住する住宅 

・ 避難行動要支援者が６５歳以上の高齢者のみの場合は、年間所得額が２００万円以

下の世帯 

・ 簡易診断において、耐震性が不足している判定結果となった住宅 

・ 既に、耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定を受けていな

いこと 

 

イ 助成内容 

助成対象 助成内容 

都が、「安価で信頼できる」として都民に公表している耐震シェル

ター・耐震ベッドの中で、設置工事が必要なもの 

耐震シェルター等設置にかかる費用の全額 

上限５０万円 

 

 

（７）がけ・擁壁改修助成制度 

対象工作物 
助成要件及び、 

対象となる改修工事 
助成内容 

以下の全てに該当する工作物 

○高さが２メートルを超えるがけ・擁壁で、区長が改

修の必要を認めたもの。ただし、不動産の譲渡また

は貸付を目的とし、またはそれを生業とするもの

が、当該事業のため所有するがけ等を除く。 

○がけ等の下端からの水平距離がその高さの２倍以

内の範囲に、住宅等の建築物が存在するなど、崩壊

により住宅等の建築物に被害が及ぶおそれのある

がけ等。 

工作物確認済証を取得

した改修工事 

改修工事費用の１/２以内 

上限１００万円 
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（８）住宅・建築物土砂災害対策改修助成 

助成要件 助成内容 

○土砂災害特別警戒区域内の住宅または居室を有する建築物であるこ

と 

○土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されていて、土砂災害

への構造耐力上の安全性を有していないこと 

○土砂災害対策改修を行い、土砂災害に安全な構造となること（建築基

準法施行令第８０条の３に適合すること） 

○前年度の住民税及び固定資産税を滞納していないこと 

改修工事費の２３％以内 

上限７７万２千円（千円未満切捨て） 

 

 

土砂の崩落等に対して、構造耐力を有する外壁の改修や塀の設置を行う工事が対象です 

 

（９）がけ地近接等危険住宅移転事業助成 

助成要件 助成内容 

○土砂災害特別警戒区域内の建築物で、居住の用に供する部分の床面

積が延べ面積の２分の１以上のもの 

○土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されていて、土砂災害

への構造耐力上の安全性を有していないこと 

○前年度の住民税及び固定資産税を滞納していないこと 

○対象建築物に専ら居住していること 

○助成対象者が除却・移転等費用を支払うこと 

○借家等の場合は、所有者の承諾を得ること 

除却に要する費用の１００％以内 

上限９７万５千円（千円未満切捨て） 

移転先の住宅等取得費 

金融機関等から融資を受けた場合の 

利息に相当する額で、 

建物の上限３２５万円 

土地の上限９６万円（借入利率： 

年８.５％を限度とし千円未満切捨て） 
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（１０）ブロック塀等除却工事等に係る助成制度 

ア 助成要件 

助成制度の種類 対象 

ブロック塀等除却工事 

撤去工事の対象となるブロック塀等とは次のものを指し、フェンスは含まない。 

○補強コンクリートブロック塀、組積造の塀（石塀等）、鉄筋コンクリート組立塀（万年

塀、万代塀） 

フェンス等建替え工事 

建替え工事の対象となる軽量フェンス等とは、次のものを指します。 

○メッシュフェンス、アルミ格子フェンス、目隠しフェンス等フェンスの頂部から基礎部

分までの柱が一体的に構成された軽量のもの 

 

以下の全てに該当すること 

・ ブロック塀等の所有者（個人または法人。共有の場合は代表者。区分所有の場合は管

理組合等の理事長。） 

・ 住民税（法人にあっては法人税）・固定資産税を滞納していないこと 

 

イ 助成内容 

工事 助成対象 助成内容 

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
工
事 

除却工事助成対象ブロック塀等は次の全てを満たすもの 

○ブロック塀等で道路に面しているもの及び道路内に倒壊する

おそれのあるもの 

○安全性が確認できないもの（国土交

通省「ブロック塀等の点検のチェック

ポイント」による） 

○道路面からの高さが８０cm を超え

るもの 

○道路に面する部分を全て撤去するもの 

※建築物の解体工事と一緒に行うものは対象外 

除却工事費用の１/２以内 

上限２０万円 

塀等の長さ１ｍあたり 

上限９千円（千円未満切捨て） 

フ
ェ
ン
ス
等
建
替
え
工
事 

建替え工事助成対象フェンス等は、次の全てを満たすもの 

○ブロック塀等除却後、その範

囲内において軽量フェンス等

を新設する工事 

○建築基準法、建築基準法関

係規定及び東京都建築安全

条例に適合した工事 

○高さが２メートル以下のもの 

○塀の基礎及び立ち上がり部分の構造は、高さ６０センチメート

ル以下とし、鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造と同

等の構造強度を持つものとする 

※建築物の解体工事と一緒に行うものは対象外 

建替え工事費用の１/２以内 

上限４０万円 

フェンス等の長さ１ｍあたり 

上限１万８千円 

建替え工事の設計及び工事監理費用

上限１５万円 
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２ 目黒区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（令和７年度版） 

（１）目標 

本計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所

有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力

向上、一般区民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。 

このため、目黒区住宅耐震化緊急促進アクションプログラム（令和７年度版）では、毎年度、住

宅耐震化にかかる取組を位置づけ、その進捗状況を把握・評価するとともに、取組内容の充実・

改善を図り、住宅の耐震化を推進することを目的とする。 

 

（２）位置づけ 

第４章「耐震化を推進するための環境整備」１「普及啓発」（※前回計画）に基づき、の目標を実

現するため、より効果的に耐震化を進めるものとして策定した。 

 

（３）取組内容 

２０２５（令和７）年度取組内容 

【財政的支援】詳細はパンフレット等参照 

ⅰ）住宅の耐震診断費用に対する一部補助を実施 

ⅱ）住宅の耐震改修費用に対する一部補助を実施 

【普及啓発等】 

ⅰ）住宅所有者（木造）に対する直接的な耐震化促進地区を定め、住宅所有者（木造）に対し

て耐震化事業に関する案内書の戸別投函を実施 

ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進 

  ・耐震診断完了時に耐震改修の説明を行うことにより耐震改修を促す 

  ・耐震診断実施の翌年から、耐震改修工事未実施の所有者に対して、耐震フェア開催のダ

イレクトメールを送付 

ⅲ）改修事業者の技術力向上及び所有者から改修事業者への接触が容易となる取組 

  ・都主催により開催される改修事業者の技術向上に資する講習会を活用し、当該講習会

を周知するため、区登録済の改修事業者にダイレクトメールを送付及び区ウェブサイ

トに開催案内を掲載し、受講を促す 

  ・要望があれば、耐震改修をする所有者に対し、区登録の施工者リストを配布する 

ⅳ）一般への普及啓発 

・年に１度、区報で耐震特集を組み周知 

・毎月１回、協力団体による無料相談会を実施 

・毎年９月頃、耐震フェアを開催（業者による耐震工法の展示及び建築士による無料相談
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会の開催、３日間） 

・区民・建物所有者に向けた、耐震化助成事業パンフレットの窓口配布 

・区ウェブサイトに各種耐震化助成事業を掲載 

 

（４）耐震化にかかわる支援目標 

２０２５（令和７）年度目標 

・木造住宅耐震診断助成       ２０ 

・木造住宅耐震改修設計助成      ５ 

・木造住宅耐震改修助成        ５ 

・非木造住宅耐震診断助成       ４ 

・非木造住宅耐震改修設計助成     ４ 

・非木造住宅耐震改修助成       ３ 

前年度までの実績（２００６（平成１８）年度～２０２４（令和６）年度） 

・木造住宅耐震診断助成    （１,１３６ 

・木造住宅耐震改修設計助成     ３８ 

・木造住宅耐震改修助成      ３２７ 

・非木造住宅耐震診断助成      ８９ 

・非木造住宅耐震改修設計助成    １１ 

・非木造住宅耐震改修助成      １６ 

 

（５）実績と自己評価 

前年度（２０２４（令和６）年度）の取組実績 

・区報で耐震特集を組み周知、SNS の活用 

・新耐震木造住宅の耐震化助成を開始 

・耐震フェアを開催（業者による耐震工法の展示及び無料相談会の開催、３日間） 

・防災フェスタで耐震化助成に関するブースを設置 

・区内１地区で住宅所有者（木造）に対して戸別投函を行い、耐震化事業を案内 

前年度（２０２４（令和６）年度）の課題 

・事業を推進するため、引き続き普及啓発を図る必要がある 

改善策 

・普及啓発の拡大 

・助成内容の見直し 
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３ 耐震化に係る税金の減免制度 

（１）耐震化に係る所得税及び固定資産税の減免など 

ア 所得税の特別控除 

条件 
２０２５（令和７）年１２月３１日までに、旧耐震基準である１９８１（昭和５６）年

５月３１日以前に建設された住宅の耐震改修工事を行った場合 

控除の内容 

以下の控除額（１０％、５％控除対象金額の合計）を所得税から控除 

・１０％控除（上限：２５０万円） 

耐震改修に係る標準的な工事費用相当額の合計額（Ａ※１）のうち、２５０

万円まで＞上限額までの標準的な工事費用相当額の合計額（Ｂ） 

・５％控除（上限：①または②まで） 

Ａのうち１０％控除限度額を超えた額［Ａ-（Ｂまたは１０％控除の上限

額）］とその他の増改築の費用※２の額の合計のうち、①または②の少な

い方まで 

①１０００万円-［１０％控除の額（上限額までの標準的な工事費用相当額

の合計額（Ｂ）または上限額）］の額 

②Ａの額（耐震改修以外の改修工事を行っている場合、Ａの合計） 
※１ 補助金等の交付がある場合、標準的な工事費用相当額から補助金等の額を

差し引いた後の金額。 

※２ 一定の増改築等：第１号～第６号工事のいずれかに該当する工事 

控除を受けられる家屋の 

条件 

・特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること 

・１９８１（昭和５６）年５月３１日以前に着工されたものであること 

・現行の耐震基準に適合しないものであること 

・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること 

証明書などの発行 
地方自治体、登録建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録

住宅性能評価機関など 

手続き 証明書等を添付して確定申告を行う 

 

イ 固定資産税の減額措置（要安全確認計画記載建築物等） 

条件 ２０２６（令和８）年３月３１日までの間に耐震改修が完了した場合 

減額の内容 
耐震改修工事を行った翌年度から、２年度分の固定資産税額が１/２が減

額される（耐震改修工事費の５％を上限） 

減額を受けられる建築物の

条件 

・耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る政府の補助を

受けていること 

・耐震基準に適合した工事であることの証明書等を受けていること  

・所管行政庁に対して耐震診断結果を報告していること  

・対象となる家屋の住宅部分のうち１２０㎡を超える部分及び非住宅部分

が対象 

証明書などの発行 
地方自治体、登録建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登

録住宅性能評価機関など 

手続き 耐震改修が完了した３ヶ月以内に、証明書等を添付して申告する 
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（２）耐震化のための建替えまたは改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画

税の減免 

（都） 

条件 

耐震化のための建替え 耐震化のための改修 

１９８２（昭和５７）年１月１日以

前からある家屋で、２００９（平

成２１）年１月２日から２０２６

（令和８年）３月３１までの間に、

当該家屋に代えて新築された

場合 

１９８２（昭和５７）年１月１日以

前からある住宅で、２０２６（令

和８）年３月３１までの間に耐

震化改修工事が完了した場合 

１９８２（昭和５７）年１月２日か

ら平成１３年１月１日までの間

に新築した住宅で、令和６年４

月１日から令和８年３月３１日

までの間に耐震化改修工事が

完了した場合 

減額の 

内容 

新築後新たに課税される年度

から３年度分について全額減

免 

改修完了日の翌年度（１月１日

完了の場合はその年度）１年

度分(１*)について住宅１戸あ

たり１２０㎡の床面積相当分ま

で全額減免 

(１*)住宅が通行障害既存耐

震不適格建築物に該当する場

合は２年度分 

改修完了日の翌年度（１月１日

完了の場合はその年度）１年

度分(１*)について住宅１戸あ

たり１２０㎡の床面積相当分ま

で全額減免 

減額を受け

られる建築

物の条件 

上記条件に加え、下記の要件

全てを満たすこと 

（１）新築された住宅の居住部

分の割合が当該家屋の１/２

以上であること 

（２）建替え前の家屋を取り壊し

た日の前後各１年以内に新

築された住宅であること  

（３）建替え前の家屋と新築さ

れた住宅がともに東京２３

区内にあること  

（４）新築された日の属する年

の翌年の１月１日（１月１日

新築の場合は同日）におい

て、建替え前の家屋を取り

壊した日の属する年の１月

１日における所有者と、同

一の者が所有する住宅で

あること  

（５）新築された住宅について、

検査済証の交付を受けて

いること 

上記条件に加え、下記の要件

全てを満たすこと 

（１）耐震改修後の家屋の居住

部分の割合が当該家屋の

１/２以上であること 

（２）耐震改修に要した費用の

額が１戸あたり５０万円を

超えていること 

（３）耐震基準に適合した工事

であることの証明書を受

けていること 

 

上記条件に加え、下記の要件

全てを満たすこと 

（１）在来軸組工法により新築

された平家建てまたは２階

建ての木造の住宅であるこ

と 

（２）耐震改修後の家屋の居住

部分の割合が当該家屋の２

分の１以上であること 

（３）耐震改修に要した費用の

額が１戸あたり５０万円を超

えていること 

（４）現行の耐震基準に適合し

た工事であることの証明を

受けていること 

手続き 

新築された年の翌々年（１月１

日新築の場合は翌年）の２月末

までに、検査済証等を添付して

申告 

改修が完了した日から３か月以内に、証明書等を添付して申

告 
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４ 語句説明 

項目 語句 説明 

あ行 一般緊急輸送道

路 

緊急輸送道路のうち、特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路。（※

P７参照） 

か行 旧耐震基準 １９８１（昭和５６）年６月１日の建築基準法の耐震基準の見直しより

前に用いられていた耐震基準。中規模の地震動（震度５強程度）に

対して倒壊等の被害を生じないことを目標としていた。 

緊急輸送道路 都地域防災計画に定める、都市高速道路、一般国道及びこれらを連

絡する幹線的な道路、並びにこれらの道路と知事が指定する拠点

（指定拠点）とを連絡し、または指定拠点を相互に連絡する道路。

（※P７参照） 

区間到達率 特定緊急輸送道路の区間ごとの通行機能を評価する指標であり、

当該区間に都県境入口の過半から到達できる確率をシミュレーショ

ンにより算出したもの。（※P７６参照） 

さ行 住宅・土地統計 

調査 

総務省統計局が５年ごとに実施している住宅に関する統計調査。住

宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、その現状と推移を、全国及

び地域別に明らかにすることを目的にしている。調査の方法は、全

国の世帯の中から統計的な方法によって約１５分の１の割合で無作

為に調査対象を抽出した標本調査で、最新の調査は「令和５年 住

宅・土地統計調査」。 

新耐震基準 １９８１（昭和５６）年６月１日に導入された耐震基準。中規模の地震

動（震度５強程度）に対してほとんど損傷を生じず、大規模の地震動

（震度６強から７に至る程度）に対して倒壊等の被害を生じないこと

を目標としている。 

新耐震基準の木

造住宅（２０００年

以前） 

１９８１（昭和５６）年６月１日から２０００（平成１２）年５月３１日まで

に工事に着手した２階建以下の在来軸組工法の木造住宅。 

総合到達率 特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到

達率を道路全体で加重平均して算出したもの。（※P７７参照） 

組積造の塀 れんがや大谷石などの石材を積み上げて造られる塀。 

た行 耐震化・耐震化率 全てまたは種別ごとの建築物のうち、耐震診断を実施して地震に

対して安全な構造であることを確認した建築物または耐震改修等

を実施した耐震性を満たす建築物の割合のこと。 

耐震改修・耐震 

改修等 

耐震促進法第２条第２項に規定する地震に対する安全性の向上を

目的として、増築、改築、修繕、模様替え若しくは一部の除却または

敷地の整備をすることである耐震改修のほか、既存建築物の除却

または建て替えること。 
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項目 語句 説明 

耐震改修促進法 建築物の耐震改修の促進に関する法律（１９９５（平成７）年法律第１

２３号）の略称。阪神・淡路大震災の教訓から、地震による建築物の

倒壊などの被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建

築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の

地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資

することを目的として制定。 

定期調査報告制

度 

不特定多数の人が利用する特定建築物の安全性や適法性を確保す

るために、建築基準法で定めている専門の技術者により建築物な

どを定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告する制度。 

東京都耐震化推

進条例 

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例

（（都）２０１１（平成２３）年条例第３６号）の略称。首都直下地震の切

迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊

急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築

物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐

震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首

都機能を確保することを目的として制定。 

東京都防災会議 災害対策基本法第１４条及び東京都防災会議条例（１９６２（昭和３

７）年東京都条例第１０９号）に基づき設置される知事の附属機関の

こと。知事を会長とし、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関、都及び区市町村などの職員または代表で構成されてお

り、都地域防災計画の作成（修正）及びその実施の推進などを所掌。 

特定既存耐震 

不適格建築物 

旧耐震基準により建築された建築物または新耐震基準の木造住宅

等（２０００年以前）で、現行の耐震関係規定に適合しない建築物で

ある既存耐震不適格建築物のうち、学校、病院、老人ホーム、幼稚

園、保育園、物品販売業を営む店舗などの多数の者が利用する一

定規模以上の建築物。（※P５参照） 

特定行政庁 建築主事を置く区市町村の区域については当該区市町村の長をい

い、その他の市区町村の区域については都道府県知事。区において

は、区長のこと。 

特定緊急輸送 

道路 

緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある

道路として都が指定した道路。（※P７参照） 

特定建築物 多数の者が利用する一定規模以上の建築物等で、耐震改修促進法

で位置づけられた「要緊急安全確認大規模建築物」、「特定既存耐震

不適格建築物」の総称。（※P５参照） 

な行 ２０００年基準 ２０００（平成１２）年６月１日に導入された耐震基準。木造建築物に

関して、壁の配置バランスや接合部の仕様を規定するなど構造関係

規定が明確化された。 
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項目 語句 説明 

は行 避難行動要支援

者 

６５歳以上の高齢者、身体障害者手帳を取得している者、愛の手帳

を取得している者、精神障害者保健福祉手帳を取得している者、介

護保険の要介護・要支援認定を受けている者のいずれかに該当し、

自力で避難することが困難な者。 

ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀、万年塀など。 

防災上重要な 

区有建築物 

区地域防災計画で定める災害対策本部、地域避難所、補完避難所、

福祉避難所のうち、区有建築物であるもの。 

補強設計 耐震性能など建築物の強度的性能を向上させ安全性を高めるため

に、柱、梁、壁など建築物の主要構造部の補強を計画し、建築物の

強度や粘り強さを向上させる設計のこと。 

ま行 区住宅耐震化緊

急促進アクション

プログラム 

社会資本総合整備計画で規定する、地方公共団体が住宅の耐震化

を緊急的に促進するための計画。（※P６８参照） 

区地域防災計画 地震や風水害などの大きな災害の発生に備え、災害の予防や災害

が発生した場合の応急対策、復旧対策を行うため、災害対策基本法

に基づき、区において処理すべき防災上の業務や事務を定めた計

画。 

木造住宅等 住宅、共同住宅、併用住宅、病院、老人ホーム、福祉ホーム、保育所、

その他これらに類するもので木造２階建て以下のもの。 

木造住宅密集地

域 

震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集している地

域。 

や行 要安全確認計画

記載建築物 

耐震改修促進法で定める建築物。区では、特定緊急輸送道路沿道

建築物。 

要緊急安全確認

大規模建築物 

耐震改修促進法で定める建築物で、地震に対する安全性を緊急に

確かめる必要がある大規模なもの。所有者に対して、耐震化の状況

報告と耐震診断の義務が課せられている。（※P５参照） 
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耐震診断とは 

〇耐震診断とは建物が地震の揺れにより倒壊するかしないかを見極めるための調査です。 

＜木造住宅＞ 

〇木造住宅の耐震診断の基準は、「木

造住宅の耐震診断と補強方法」（財

団法人日本建築防災協会）が広く

利用されており、「誰でもできるわ

が家の耐震診断」、「一般診断法」、

「精密診断法」の３つの方法があり

ます。 

〇「一般診断法」及び「精密診断法」で

は、木造住宅が大地震の揺れに対

して倒壊するかしないかを上部構

造評点（Ｉｗ）の結果により、判断し

ます。 

〇建物が必要な耐震性能を満たすに

は、Ｉｗが１.０以上である必要があ

ります。 

＜分譲マンション＞ 

上部構造評点 判定

１.５以上 倒壊しない

１.０以上～1.5未満 一応倒壊しない

0.7以上～1.0未満 倒壊する可能性がある

0.7未満 倒壊する可能性が高い

上部構造評点（Ｉｗ）と判定 

誰でもできるわが家の耐震診断 

（財団法人 日本建築防災協会ＨＰ） 

木造建物の所有者が自らの住まいの耐震性を簡単

にチェックするための診断方法です。 

一般診断法 

耐震改修等の必要性の判定を目的としており、必ず

しも改修を前提としない診断方法です。調査にあたっ

ては原則、内装材や外装材を剥がしたりしません。 

精密診断法 

改修の必要性が高いものについて、部材やそれらの

接合部等に関するより詳細な情報に基づき、改修の必

要性の最終的な判断を行うことを目的とした診断方法

です。また、改修を施すものについては、改修後の耐震

性も診断します。 

〇予備調査により、建築物の概要や使用履歴、増改築、経年劣化、設計図書の有無等の内容

を確認、耐震診断のレベルの設定等を行います。 

○その後、現地調査にて、マンションの現況を把握し、設計図書との整合性を確認するとと

もに、マンションの劣化状況等の診断計算に必要な調査項目を確認します。 

○調査結果から構造の耐震性の検討・評価を行い、耐震補強案及び概算工事費等を検討し

ます。 

〇耐震診断の結果算出される、構造耐震指標Ｉｓの数値により、建物の保有する耐震性能を

下表により判定します。（第二次診断・三次診断の場合） 

構造耐震指標（Ｉｓ）と地震に対する安全性 

Is値 地震に対する安全性

0.3未満の場合
倒壊し、又は崩壊する危
険性が高い。

0.3以上0.6未満の場合
倒壊し、又は崩壊する危
険性がある。

0.6以上の場合
倒壊し、又は崩壊する危
険性が低い。

出典：東京都耐震ポータルサイト 

Ｉｓ値が０.６の場合の被害の状況の目安 
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５ 総合到達率と区間到達率 

出典：東京都耐震改修促進計画(改定) ２０２６（令和８）年３月 

（１）総合到達率及び区間到達率の定義 

ア 目的 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を義務付けた東京都耐震化推進条例に基づく取

組により、沿道建築物の耐震診断実施率が 98.6%（令和 7 年 12 月末時点）になり、路線ご

とに建築物の位置と耐震性能がほぼ把握できた。 

緊急輸送道路としての機能を確保するためには、任意の地点に到達できるようにすること

が重要である。このため、特定緊急輸送道路全体を捉えた評価指標として、区間到達率及び

総合到達率を導入し、シミュレーションにより算出した。 

 

イ 区間到達率とは 

区間ごとの通行機能を評価する指標であり、当該区間に都県境入口の過半から到達でき

る確率である。 

 

＜区間到達率の算出方法＞ 

 

都県境入口の過半から到達できる区間 25% 50% 75% 100%区間到達率
上記以外の区間

①シミュレーションを10000回実施 ②都県境入口の過半から到達できた回数
の割合を算出（＝区間到達率）

進入地点都県境

１回目 ２回目

３回目 ４回目

【区間到達率の算出イメージ】 
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ウ 総合到達率とは 

特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加重

平均して算出したものである。 

 

 

エ ネットワーク強化区間の通行を加味 

これまでは、特定緊急輸送道路のみを通行できるものとしてシミュレーションを実施して

いたが、一般緊急輸送道路の役割を再評価し、後述するネットワーク強化区間を含めた道路

網で特定緊急輸送道路の区間到達率及び総合到達率を算出する。 

 
 

 

オ 通行機能確保に係るシミュレーションの設定条件 

・ 地震強度：被害想定※１などを踏まえ、都全域を「震度６強」（最

大速度６６cm/s）に設定 

・ 倒壊率：設定した地震強度における Is 値と建物倒壊率（被害

率）の関係（林・鈴木ら、２０００※２)を基に推定 

・ 使用する道路：東京都内の特定緊急輸送道路及びネットワー

ク強化区間 

・ 進入地点：都県境入口の全５０地点(令和 8 年 3 月末時点) 

・ 建物の倒壊方向：前面道路に倒壊する確率を１/２として設定 

・ 中央分離帯及び交差点（中央分離帯の開口部）で区間を設定 

 

※１ 首都直下地震等による東京の被害想定、２０２２（令和４）年５月２５日公表、都防災会議。 

※２ 林康裕・鈴木祥之・宮腰淳一・渡辺基史：耐震診断結果を利用した既存 RC 造建築物の地震リスク表示、地域安

全学会論文集(２), ２３５-２４２, ２０００.１１）。 

【総合到達率の算出式】 

【通行イメージ】 

【ネットワーク強化区間の通行を加味した区間到達率のイメージ】 
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カ シミュレーションの結果と目標設定 

 

 

（２）区間到達率算出における耐震化の効果 

区間Ａの建物ａが耐震化されると、区間Ａの区間到達率が改善されるだけでなく、区間Ｂ・Ｃ

の区間到達率も改善される。 

 

【使用する道路（特定緊急輸送道路）】 

【耐震化の効果のイメージ】 

【特定緊急輸送道路沿道建築物の目標設定のイメージ】 
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（３）区間到達率図（２０２５（令和７）年１２月末時点） 

 

 

出典：東京都耐震改修促進計画 
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６ 住宅の耐震化の現状【２０００年基準】（棟数） 

令和３年土地利用現況調査の建物データを基に、令和５年の住宅・土地統計調査の傾向を踏

まえた、棟数による住宅の耐震化の現状（令和７年現在）【２０００年基準】は下表のとおりです。 

棟数データは、P１５の戸数データと内訳や傾向は同様ですが、本区は比較的早い時期から共

同住宅化が進んだため、戸数データよりも耐震化率は低くなっています。 

棟数データと戸数データは推計方法が異なるため、数値に差異があります。 

 

表 住宅の耐震化の現状【２０００年基準】 （単位：棟） 

 

 

住宅総数の耐震化現状【２０００年基準】 

（単位：棟）

新耐震基準
住宅

(2000年以降)

耐震性有 耐震性無

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e

木造 13,793 9,400 4,393 11,382 25,175 20,782 82.6%

非木造 3,520 3,303 217 2,911 6,431 6,214 96.6%

小計 17,313 12,703 4,610 14,293 31,606 26,996 85.4%

木造 2,677 1,324 1,353 1,823 4,500 3,147 69.9%

非木造 6,372 5,710 662 5,678 12,050 11,388 94.5%

小計 9,049 7,034 2,015 7,501 16,550 14,535 87.8%

26,362 19,737 6,625 21,794 48,156 41,531 86.2%

耐震性有 耐震性無 耐震性有 耐震性無

a=b+c b c d=e+f e f

木造 5,858 3,409 2,449 7,935 5,991 1,944

非木造 1,094 877 217 2,426 2,426 0

小計 6,952 4,286 2,666 10,361 8,417 1,944

木造 969 297 672 1,708 1,027 681

非木造 1,947 1,285 662 4,425 4,425 0

小計 2,916 1,582 1,334 6,133 5,452 681

9,868 5,868 4,000 16,494 13,869 2,625

耐震性を
満たす
住宅

耐震化
率総数 総数建て方 構造

旧耐震基準住宅・
新耐震基準住宅(2000年以前) 住宅

（合計）

総数

戸建
住宅

共同
住宅

住宅総数

建て方 構造
総数

旧耐震基準住宅 新耐震基準住宅(2000年以前)

戸建
住宅

共同
住宅

住宅総数
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区内の共同住宅の建築時期と所有の状況 

出典：令和５年 住宅・土地統計調査 

＜分譲等＞ ＜賃貸＞ 

分譲マンション等の実態調査 

令和４年度、区では、マンション管理適正化推進計画策定に係る実態調査を行いました。 

●２以上の区分所有者がいるマンションは１,２５８棟（物件単位） 

●マンション管理状況に関するアンケート調査（回答１９９件） 

・４割以上が昭和５５年以前の建築物です。 

・約９６%で管理組合が組織、管理規約が作成されており、９割以上で修繕積立金を設定してい

ます。 

・旧耐震基準の建物のうち、耐震診断を実施したのは４割程度、耐震改修工事を実施したのは１

割程度で、費用面の課題も見受けられます。 

・耐震診断・耐震改修を実施しない理由は、検討していないが一番多く、次いで検討したが合意

に至らなかったと回答しています。 

・引き続き管理組合に対する耐震化の重要性や支援制度の周知が必要と考えられます。 
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